
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
冷
戦
終
焉
期
以
降
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史
と
日
本
の
今
後
（
山
田
）

一

日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
冷
戦
終
焉
期
以
降
の

地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史
と
日
本
の
今
後

山

　
　田

　
　光

　
　矢

は
じ
め
に

一
　
冷
戦
終
焉
期
以
降
の
イ
ギ
リ
ス
の
政
権
交
代
と
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史

二
　
冷
戦
終
焉
期
以
降
の
日
本
の
政
権
交
代
と
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史

三
　
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
共
通
性

四
　
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
相
違
点

五
　
日
本
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
今
後
の
方
向
性

論

　説

（
七
五
五
）
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二

は
じ
め
に

一
九
八
〇
年
に
つ
い
て
は
、「
石
油
危
機
後
の
調
整
期
間
を
経
て
、
世
界
の
経
済
活
動
の
枠
組
み
が
大
き
く
転
換
し
た
分
水
嶺
を
な
す

年
で
あ
っ
た
（
１
）

」
と
考
え
る
見
方
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
一
九
八
〇
年
代
を
、「
そ
れ
ま
で
の
二
〇
年
ほ
ど
の
間
の
政
治
的
・
社
会
的
民
主
化

傾
向
へ
の
『
揺
り
も
ど
し
』
と
し
て
、
ニ
ュ
ー
ラ
イ
ト
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
・
コ
ン
サ
ー
バ
テ
ィ
ブ
と
呼
ば
れ
る
社
会
運
動
が
世
界
的
に
顕

著
に
な
っ
た
（
２
）

」
時
期
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
一
九
八
〇
年
代
は
、
新
自
由
主
義
あ
る
い
は
新
保
守
主
義
を
前
提
と
し
て
改
革
が
行
わ

れ
た
時
期
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
改
革
を
実
践
し
た
代
表
的
な
人
物
が
、
一
九
七
九
年
か
ら
九
〇
年
ま
で
イ
ギ
リ
ス
首
相
と
し
て
改

革
を
実
践
し
た
サ
ッ
チ
ャ
ー
と
、
一
九
八
一
年
に
大
統
領
に
就
任
し
八
年
間
ア
メ
リ
カ
大
統
領
と
し
て
改
革
を
実
践
し
た
レ
ー
ガ
ン
と
、

一
九
八
二
年
か
ら
八
七
年
ま
で
首
相
と
し
て
改
革
を
実
践
し
た
中
曽
根
康
弘
で
あ
る
（
３
）

。
こ
の
時
代
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
共
通
点
と
し

て
は
、
分
権
改
革
に
加
え
て
、
民
営
化
や
民
間
活
力
の
活
用
と
い
っ
た
も
の
が
見
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
改
革
の
背
後
で
、
戦
後
の
東
西
冷
戦
も
終
焉
を
迎
え
て
い
た
。
一
九
八
九
年
一
一
月
六
日
に
開
催
さ
れ
七
日
に
共
同
声
明
を

発
表
し
た
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
（
ア
ジ
ア
太
平
洋
経
済
協
力
会
議
（
４
）

）
の
閣
僚
会
議
は
、
参
加
一
二
ヶ
国
が
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
経
済
協
力
に
向
け
て
活

動
す
る
必
要
性
を
内
外
に
表
明
し
た
（
５
）

。
そ
の
わ
ず
か
二
日
後
の
一
一
月
九
日
、
東
ド
イ
ツ
政
府
に
よ
る
「
旅
行
及
び
国
外
移
住
の
大
幅
な

規
制
緩
和
の
政
令
」
の
発
表
を
受
け
、
ベ
ル
リ
ン
の
壁
に
殺
到
し
た
ベ
ル
リ
ン
市
民
の
圧
力
に
よ
っ
て
国
境
検
問
所
が
開
放
さ
れ
、
翌

一
一
月
一
〇
日
に
ベ
ル
リ
ン
の
壁
の
撤
去
が
始
ま
り
、
実
質
的
な
東
西
冷
戦
の
終
結
が
内
外
に
示
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
地
球
規
模
の
大
転

換
は
、
一
二
月
二
～
三
日
に
地
中
海
の
マ
ル
タ
島
で
行
わ
れ
た
米
ソ
首
脳
会
談
で
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
冷
戦
の
終
焉
と
グ
ロ
ー

バ
ル
化
の
進
展
が
示
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
一
九
八
九
年
は
、
一
九
八
〇
年
に
次
ぐ
世
界
史
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
転
換
の
年
で
あ
っ
た
と

（
七
五
六
）



日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
冷
戦
終
焉
期
以
降
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史
と
日
本
の
今
後
（
山
田
）

三

い
え
る
。
そ
こ
で
は
新
し
い
理
念
に
基
づ
く
地
方
自
治
制
度
の
改
革
も
実
践
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

一
　
冷
戦
終
焉
期
以
降
の
イ
ギ
リ
ス
の
政
権
交
代
と
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史

一
九
九
〇
年
一
一
月
に
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
、
保
守
党
の
党
首
交
代
に
よ
り
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
か
ら
メ
ー
ジ
ャ
ー
政
権
に
移
行
し
た
。

一
九
七
九
年
に
発
足
し
た
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
は
、
一
一
年
六
か
月
に
も
及
ぶ
長
期
政
権
で
あ
っ
た
が
、
地
方
制
度
改
革
に
着
手
し
た
の
は

一
九
八
三
年
の
総
選
挙
の
後
で
あ
っ
た
。
サ
ッ
チ
ャ
ー
改
革
以
前
の
イ
ギ
リ
ス
の
地
方
自
治
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ウ
ェ
ー
ル
ズ
が
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
地
方
自
治
法
の
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
地
方
自
治
法
の
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
が
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
地
方
自
治

法
の
適
用
を
受
け
、
若
干
異
な
っ
た
地
方
自
治
制
度
が
実
践
さ
れ
て
い
た
が
、
形
態
的
に
は
カ
ウ
ン
テ
ィ
と
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
の
二
層
制

で
あ
る
こ
と
は
共
通
し
て
い
た
。
た
だ
し
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
ロ
ン
ド
ン
と
ア
ー
バ
ン
・
エ
リ
ア
と
ル
ー
ラ
ル
・
エ
リ
ア
に
区
分
さ
れ
、
そ

れ
ぞ
れ
の
地
域
で
若
干
異
な
っ
た
地
方
自
治
制
度
が
実
施
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
イ
ギ
リ
ス
の
、
ロ
ン
ド
ン
を
除
く
各
地
域
に
は
、
準
自
治

体
で
あ
る
パ
リ
ッ
シ
ュ
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
設
置
も
認
め
ら
れ
て
い
た
（
６
）

。
サ
ッ
チ
ャ
ー
内
閣
以
降
の
イ
ギ
リ
ス
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の

歴
史
と
そ
の
当
時
の
首
相
は
表
１
の
通
り
で
あ
る
。

サ
ッ
チ
ャ
ー
内
閣
は
こ
れ
ま
で
の
王
立
委
員
会
の
答
申
に
基
づ
く
地
方
制
度
改
革
の
伝
統
に
は
従
わ
ず
、
与
党
の
総
選
挙
で
の
勝
利
を

選
挙
公
約
（
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
）
へ
の
国
民
の
支
持
と
判
断
し
、
一
九
八
五
年
地
方
自
治
法
を
通
じ
て
、
地
域
レ
ベ
ル
で
は
グ
レ
ー
タ
ー
・

ロ
ン
ド
ン
・
カ
ウ
ン
シ
ル
（
Ｇ
Ｌ
Ｃ
）、
と
六
の
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
・
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
カ
ウ
ン
シ
ル
を
廃
止
し
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、

首
都
ロ
ン
ド
ン
と
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
地
域
（
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
大
都
市
圏
域
）
に
お
け
る
地
方
政
府
が
一
層
制
へ
移
行
し
た
。
サ
ッ
チ
ャ
ー

改
革
に
よ
り
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
地
方
政
府
は
、
ロ
ン
ド
ン
が
シ
テ
ィ
・
オ
ブ
・
ロ
ン
ド
ン
と
三
二
の
バ
ラ
の
一
層
制
に
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ

（
七
五
七
）
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四

表
１　
こ
れ
ま
で
の
英
国
と
日
本
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史

年
代

イ
ギ

リ
ス

の
首

相
と

政
権

与
党

地
方

自
治

制
度

改
革

日
本

の
首

相
と

政
権

与
党

地
方

自
治

制
度

改
革

1989
サ

ッ
チ

ャ
ー

（
保

守
党

）
1979.5.～

1990.11.
1985

年
地

方
自

治
法

：
メ

ト
ロ

ポ
リ

タ
ン

・
エ

リ
ア

を
一

層
制

に
移

行
1988

年
地

方
財

政
法

：
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
・

チ
ャ

ー
ジ

を
導

入
竹

下
登

（
自

）
→

６
月

：
宇

野
宗

助
（

自
）

→
8

月
：

海
部

俊
樹

（
自

）
昭

和
→

平
成

竹
下

内
閣

:ふ
る

さ
と

創
生

　
４

月
：

消
費

税
導

入
（

３％
）

1990
↓

11
月

：
メ

ー
ジ

ャ
ー

（
保

守
党

）
↓

1
月

：
首

都
機

能
移

転
問

題
に

関
す

る
懇

談
会

設
置

12
月

：
首

都
機

能
移

転
問

題
を

考
え

る
有

識
者

会
議

設
置

1991
↓

↓
11

月
：

宮
澤

喜
一

（
自

由
民

主
党

）
機

関
委

任
事

務
制

度
改

革
他

1992
↓

Ｐ
Ｆ

Ｉ
導

入
1992

年
地

方
財

政
法

：
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
・

チ
ャ

ー
ジ

廃
止

を
規

定
↓

12
月

：
国

会
等

の
移

転
に

関
す

る
法

律
制

定

199３
↓

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

・
チ

ャ
ー

ジ
廃

止
↓

8
月

：
細

川
護

熙
（

8
会

派
）

地
方

六
団

体
の

意
見

具
申

権
容

認

199４
↓

イ
ン

グ
ラ

ン
ド

を
8

地
域

に
区

分
：

G
overnm

ent O
ffi

ces
を

設
置

199４
年

ウ
ェ

ー
ル

ズ
地

方
自

治
法

制
定

：
22

の
Ｕ

Ａ
設

置
199４

年
ス

コ
ッ

ト
ラ

ン
ド

法
：

３2
の

Ｕ
Ａ

設
置

↓
４

月
：

羽
田

孜
（

9
会

派
）

６
月

：
村

山
富

市
（

自
・

社
・

さ
）

中
核

市
制

度
（

人
口

３0
万

人
以

上
）

及
び

広
域

連
合

制
度

の
創

設

1995
↓

↓
1

月
17

日
:阪

神
淡

路
大

震
災

　
地

方
分

権
推

進
法

制
定

199６
↓

↓
1

月
橋

本
龍

太
郎

（
自

・
社

・
さ

）

1997
↓

5
月

：
ブ

レ
ア

（
労

働
党

）
1997

年
地

方
自

治
法

：
Ｐ

Ｆ
Ｉ

導
入

→
Ｐ

Ｐ
Ｐ

（
Ｐ

Ｆ
Ｉ

を
含

む
概

念
）

重
視

↓ （
自

民
）

　（
社

・
さ

閣
外

協
力

）
外

部
監

査
制

度
の

導
入

1998
↓

1998
年

地
域

開
発

公
社

法
：

地
域

開
発

公
社

、
地

域
会

議
設

置
1998

年
ス

コ
ッ

ト
ラ

ン
ド

法
制

定
：

7
月

ス
コ

ッ
ト

ラ
ン

ド
議

会
正

式
発

足
↓

7
月

小
渕

恵
三

（
自

由
民

主
党

）
特

別
区

を
「

基
礎

的
な

地
方

公
共

団
体

」
に

位
置

付
け

他

1999
↓

1999
年

地
方

自
治

法
：

ベ
ス

ト
・

バ
リ

ュ
ー

制
度

整
備

1999
年

Ｇ
Ｌ

Ａ
法

（
G

reater L
ondon A

uthority A
ct）

制
定

↓（
自

民
・

自
由

）
地

方
分

権
の

推
進

を
図

る
た

め
の

関
係

法
律

の
整

備
等

に
関

す
る

法
律

（
地

方
分

権
一

括
法

）
制

定
　

平
成

の
大

合
併

開
始

（
2020

年
ま

で
）

2000
↓

5
月

４
日

:市
長

と
議

員
（

25
名

）
の

選
挙

→
Ｇ

Ｌ
Ａ

発
足

2000
年

地
方

自
治

法
：

地
域

政
府

改
革

、
自

治
範

囲
・

倫
理

規
定

等
拡

大
↓（

自
・

保
・

公
）

４
月

：
森

喜
朗

（
自

・
保

・
公

）
特

例
市

制
度

（
人

口
20

万
人

以
上

）
創

設
→

2015
年

に
廃

止
：

施
行

時
特

例
市

に
移

行

2001
↓

↓
４

月
小

泉
純

一
郎

（
自

・
保

・
公

）
2002

↓
2002

年
北

ア
イ

ル
ラ

ン
ド

地
方

自
治

法
：

ベ
ス

ト
・

バ
リ

ュ
ー

制
度

法
制

化
↓

直
接

請
求

制
度

の
要

件
緩

和
等

、
中

核
市

の
指

定
要

件
の

緩
和

他
200３

↓
200３

年
ス

コ
ッ

ト
ラ

ン
ド

地
方

自
治

法
：

ベ
ス

ト
・

バ
リ

ュ
ー

制
度

導
入

↓
指

定
管

理
者

制
度

の
導

入
他

200４
↓

↓
地

域
自

治
区

の
創

設
他

2005
↓

↓
三

位
一

体
の

改
革

（
200６

年
ま

で
）

200６
↓

200６
年

ウ
ェ

ー
ル

ズ
政

府
法

：
翌

年
ウ

ェ
ー

ル
ズ

議
会

政
府

設
立

200６
年

北
ア

イ
ル

ラ
ン

ド
法

：
翌

年
か

ら
北

ア
イ

ル
ラ

ン
ド

の
自

治
復

活
↓

9
月

：
安

倍
晋

三
（

自
民

・
公

明
）

出
納

長
・

収
入

役
制

度
等

の
廃

止
、

市
町

村
助

役
の

副
市

町
村

長
移

行
吏

員
の

廃
止

、
中

核
市

要
件

の
緩

和
他

2007
↓

６
月

:ブ
ラ

ウ
ン

（
労

働
党

）
10

月
：

2007
年

地
方

自
治

法
…

ロ
ン

ド
ン

の
パ

リ
ッ

シ
ュ

設
置

容
認

→
イ

ン
グ

ラ
ン

ド
1３

サ
ブ

リ
ー

ジ
ョ

ン
創

設
構

想
　

2007
年

Ｇ
Ｌ

Ｃ
改

正
法

↓
9

月
：

福
田

康
夫

（
自

民
・

公
明

）
地

方
分

権
改

革
推

進
本

部
設

置
財

政
健

全
化

法
制

定

2008
↓

↓
9

月
：

麻
生

太
郎

（
自

民
・

公
明

）
国

土
形

成
計

画
　

定
住

自
立

圏
構

想

2009
↓

2009
年

地
域

の
民

主
化

と
経

済
の

発
展

と
建

設
に

関
す

る
法

↓
9

月
：

鳩
山

由
紀

夫
（

民
・

社
・

国
）

地
域

主
権

担
当

大
臣

任
命

2010
↓

5
月

:キ
ャ

メ
ロ

ン
（

保
）

連
立

政
権

合
意

プ
ロ

グ
ラ

ム
：

大
き

な
社

会
、

地
域

主
義

↓
６

月
：

菅
直

人
（

民
・

国
新

）
平

成
の

大
合

併
終

了

（
七
五
八
）



日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
冷
戦
終
焉
期
以
降
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史
と
日
本
の
今
後
（
山
田
）

五

ン
エ
リ
ア
は
三
六
の
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
の
一
層
制
に
、
ノ
ン
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
エ
リ
ア
は
四
七
の
カ
ウ
ン
テ
ィ
と
三
三
三
の
デ
ィ
ス
ト
リ

ク
ト
の
二
層
制
に
な
っ
た
（
７
）

。
サ
ッ
チ
ャ
ー
の
地
方
制
度
改
革
の
柱
の
一
つ
で
あ
る
地
方
政
府
の
一
層
制
化
は
、
イ
ギ
リ
ス
各
地
で
現
在
も

継
続
さ
れ
て
い
る
。

新
自
由
主
義
を
容
認
す
る
サ
ッ
チ
ャ
ー
は
、
地
方
財
政
の
効
率
化
に
も
取
り
組
み
、
住
民
の
納
税
者
意
識
の
覚
醒
、
あ
る
い
は
エ
ー

ジ
ェ
ン
シ
ー
（
独
立
行
政
法
人
）
化
や
民
間
活
力
の
活
用
等
に
よ
る
経
費
削
減
に
取
り
組
ん
だ
。
そ
の
サ
ッ
チ
ャ
ー
の
地
方
財
政
制
度
改

革
の
柱
が
、
一
九
八
七
年
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
導
入
さ
れ
、
順
次
そ
の
他
の
地
域
に
導
入
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
チ
ャ
ー
ジ
で
あ
っ

た
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
チ
ャ
ー
ジ
は
そ
の
名
の
通
り
、
住
民
へ
の
地
方
自
治
体
に
よ
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
て
、
受
益
者
が
そ
の
費
用

を
受
益
者
負
担
と
し
て
支
払
う
こ
と
を
求
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
全
て
の
住
民
に
、
収
入
や
家
族
構
成
等
に
か
か
わ
ら
ず
、
均
等

な
比
率
（
同
額
）
の
負
担
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
給
付
と
負
担
の
平
等
を
前
提
と
し
た
こ
の
税
制
改
革
は
ポ
ー
ル
・
タ
ッ
ク
ス
（
人

2011
↓

グ
レ

ッ
グ

（
自

民
）

と
連

立
2011

年
地

域
主

義
法

：
地

域
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
へ

権
限

移
譲

…
包

括
的

権
限

付
与

2011
年

公
的

団
体

法
：

地
域

開
発

公
社

廃
止

、
自

治
体

リ
ー

ダ
ー

委
員

会
廃

止
↓

9
月

：
野

田
佳

彦
（

民
・

国
新

）
３

月
11

日
：

東
日

本
大

震
災

発
生

議
員

定
数

の
法

定
上

限
の

撤
廃

、
全

部
事

務
組

合
等

の
廃

止
他

2012
↓

2012
年

地
方

財
政

法
：

ノ
ン

・
ド

メ
ス

テ
ィ

ッ
ク

・
レ

イ
ト

の
50％

地
方

保
持

↓
12

月
：

安
倍

晋
三

（
自

民
・

公
明

）
大

都
市

地
域

特
別

区
設

置
法

制
定

　
消

費
税

8％
へ

条
例

に
よ

る
通

年
会

期
選

択
制

度
導

入
、

議
会

と
長

の
関

係
見

直
し

他
201３

↓
↓

地
方

分
権

改
革

推
進

室
設

置
201４

↓
9

月
：

ス
コ

ッ
ト

ラ
ン

ド
の

独
立

を
問

う
住

民
投

票
実

施
→

否
決

↓
指

定
都

市
制

度
の

見
直

し
、

中
核

市
制

度
と

特
例

市
制

度
の

統
合

他

2015
↓

5
月

：
キ

ャ
メ

ロ
ン

（
保

守
党

）
↓

第
二

次
国

土
形

成
計

画
、

連
携

中
枢

都
市

圏
構

想

201６
↓

7
月

：
メ

イ
（

保
守

党
）

1
月

：
201６

年
都

市
・

地
方

分
権

法
成

立
　

３
月

：
ス

コ
ッ

ト
ラ

ン
ド

法
制

定
5

月
：

北
ア

イ
ル

ラ
ン

ド
法

　
６

月
：

Ｅ
Ｕ

残
留

を
問

う
国

民
投

票
→

否
決

→
辞

任
↓

選
挙

年
齢

の
18

歳
へ

の
引

下
げ

（
公

職
選

挙
法

改
正

）

2017
↓

（
民

主
統

一
閣

外
協

力
）

1
月

：
ウ

ェ
ー

ル
ズ

法
制

定
…

国
の

保
留

権
限

の
明

記
・

他
は

地
方

の
権

限
３

月
29

日
Ｅ

Ｕ
に

脱
退

通
告

↓
内

部
統

制
に

関
す

る
方

針
の

作
成

他

2018
↓

Ｅ
Ｕ

脱
退

を
巡

り
混

乱
↓

2019
↓

7
月

：
ジ

ョ
ン

ソ
ン

（
保

守
党

）
10

月
３1

日
に

Ｅ
Ｕ

離
脱

を
表

明
↓

表
は

拙
著

『
パ

リ
ッ

シ
ュ

』
北

樹
出

版
・

200４
年

、『
英

国
の

地
方

自
治

』 自
治

体
国

際
化

協
会

ロ
ン

ド
ン

事
務

所
(w

w
w

.jlgc.org.uk/jp/inform
ation/im

g/pdf/U
K

tihoujichi.pdf）、
内

貴
滋

著
『

英
国

地
方

自
治

の
素

顔
と

日
本

』
ぎ

ょ
う

せ
い

・
平

成
28

年
を

参
照

し
作

成
し

た
。

（
七
五
九
）
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　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

六

頭
税
）
と
の
批
判
を
受
け
、
一
九
九
〇
年
の
暴
動
に
つ
な
が
り
、
結
果
的
に
は
サ
ッ
チ
ャ
ー
退
陣
の
大
き
な
理
由
と
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え

サ
ッ
チ
ャ
ー
の
跡
を
継
い
だ
メ
ー
ジ
ャ
ー
内
閣
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
チ
ャ
ー
ジ
の
廃
止
に
向
か
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る （
８
）

。

効
率
化
を
前
提
と
す
る
サ
ッ
チ
ャ
ー
改
革
の
方
向
性
を
重
視
し
な
が
ら
、
メ
ー
ジ
ャ
ー
首
相
は
地
方
行
財
政
改
革
に
取
り
組
ん
だ
。

「
一
九
九
二
年
地
方
財
政
法
」
で
は
翌
年
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
チ
ャ
ー
ジ
廃
止
に
道
筋
を
つ
け
た
。
ま
た
「
一
九
二
二
年
地
方
自
治
法
」

で
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ル
ー
ラ
ル
・
エ
リ
ア
の
一
層
制
を
可
能
と
し
た
結
果
、
四
六
の
ユ
ニ
タ
リ
ー
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
（
単
一
自
治
体
）

が
誕
生
し
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
は
三
九
が
三
四
に
、
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
は
二
九
六
が
二
三
八
へ
と
減
少
し
た
（
９
） 

。
同
年
に
は
効
率
性
と
民
間
の

資
金
と
活
力
の
活
用
を
目
的
と
す
る
Ｐ
Ｆ
Ｉ
制
度
の
導
入
に
も
踏
み
切
っ
て
い
る
。
ま
た
一
九
九
四
年
に
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ロ
ン
ド
ン

以
外
の
地
区
を
八
地
域
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
国
の
出
先
機
関
で
あ
る
地
域
事
務
所
（G

overnm
ent O

ffi
ces

）
を
設
置
し
た
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
地
方
自
治
法
か
ら
独
立
し
た
形
で
の
「
一
九
九
四
年
ウ
ェ
ー
ル
ズ
地
方
自
治
法
」
の
制
定
は
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
か
ら
の
分
離
を
法
制
度
上
か
ら
も
保
証
し
た
も
の
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
四
地
域
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
地
方
自
治
法
に
基
づ
い
て
、

地
方
自
治
制
度
改
革
を
実
践
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
ウ
ェ
ー
ル
ズ
は
一
九
九
六
年
に
八
カ
ウ
ン
テ
ィ
と
三
七
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
の
二

層
制
か
ら
、
二
二
の
ユ
ニ
タ
リ
ー
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
に
よ
る
一
層
制
へ
移
行
し
た
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
も
「
一
九
九
四
年
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

ド
自
治
法
」
制
定
を
受
け
て
、
一
九
九
六
年
に
九
リ
ー
ジ
ョ
ン
と
五
三
の
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
の
二
層
制
か
ら
、
三
二
の
ユ
ニ
タ
リ
ー
・

オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
に
よ
る
一
層
制
へ
移
行
し
た
（
10
）

。
一
九
七
三
年
か
ら
二
六
の
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
の
一
層
制
で
あ
っ
た
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
加

え
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
で
二
層
制
を
保
持
し
て
い
る
の
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ノ
ン
・
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
・
カ
ウ
ン
シ
ル
と
デ
ィ
ス
ト
リ
ク

ト
で
構
成
さ
れ
て
い
る
一
部
地
域
だ
け
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
地
域
は
人
口
で
は
イ
ギ
リ
ス
全
体
の
約
三
八
％
、
面
積
で
は
全
体
の

約
三
七
％
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
ほ
ぼ
三
分
の
一
の
面
積
と
人
口
の
地
域
で
二
層
制
は
導
入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
七
六
〇
）



日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
冷
戦
終
焉
期
以
降
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史
と
日
本
の
今
後
（
山
田
）

七

一
九
九
七
年
に
政
権
を
奪
取
し
た
労
働
党
の
ブ
レ
ア
内
閣
は
第
三

の
道
を
提
唱
し
、
地
方
分
権
の
拡
充
と
効
率
化
や
民
間
活
力
の
活
用

策
を
同
時
に
進
め
て
い
き
、
一
九
九
七
年
地
方
自
治
法
で
は
Ｐ
Ｆ
Ｉ

を
含
ん
だ
Ｐ
Ｐ
Ｐ
の
導
入
に
よ
る
民
間
活
力
活
用
の
拡
充
に
努
め
た
。

一
九
九
八
年
地
域
開
発
公
社
法
で
は
、
メ
ー
ジ
ャ
ー
の
設
置
し
た
地

域
事
務
所
の
管
轄
区
域
に
地
域
開
発
公
社
を
設
立
し
、
当
該
区
域
に

公
選
議
員
で
構
成
す
る
地
域
議
会
を
置
き
、
そ
の
下
に
は
ユ
ニ
タ

リ
ー
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
の
み
を
配
置
し
一
層
制
を
実
現
さ
せ
よ
う
と

し
た
。
表
２
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
九
地
域
と

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
合
計
一
二

区
は
、
表
３
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
平
均
人
口
五
三
〇
万
人
・
平

均
面
積
二
万
㎢
で
、
平
均
人
口
五
百
十
五
万
人
・
平
均
面
積
二
・
二

万
㎢
の
ド
イ
ツ
の
ラ
ン
ト
に
類
似
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
定

程
度
の
人
口
と
面
積
を
有
す
る
ユ
ニ
タ
リ
ー
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
に
国

の
権
限
を
委
譲
し
、
自
治
権
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
ブ
レ
ア
政
権
の

地
方
制
度
改
革
の
方
向
性
が
読
み
取
れ
る
（
11
）

。

さ
ら
に
ブ
レ
ア
内
閣
は
一
九
九
八
年
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
自
治
法
を

表 ２　英国の地域（１２regions）

地　域　名 人　口 順位 面積（㎢） 順位 中心都市

South East 8,６３４,750 1 19,095 5 Portsmouth

London 8,17３,9４1 2 1,572 12 London

North West 7,052,177 ３ 1４,1６5 8 Manchester

East of England 5,8４６,9６5 ４ 19,120 ４ Norwich

West Midlands 5,６01,8４7 5 1３,000 10 Birmingham

South West 5,288,9３5 7 2３,829 2 Bristol

Yorkshire and the Humber 5,28３,7３３ 8 15,４20 7 Leeds

East Midlands ４,5３３,222 9 15,６27 ６ Leicester

North East 2,59６,88６ 11 8,592 11 Newcastle upon Tyne

イングランド：計 5３,012,４5６ 1３0,４20 London

イングランド：平均 5,890,27３ 1４,４91

スコットランド 5,４2４,900 ６ 78,759 1 Edinburgh

ウェールズ 2,979,900 10 20,777 ３ Cardiff

北アイルランド 1,870,800 12 1３,588 9 Belfast

ＵＫ（12 リージョン）の総計 ６３,288,055 2４３,5４４

ＵＫ（12 リージョン）の平均 5,27４,005 0 20,295

（
七
六
一
）
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三
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（
二
〇
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月
）

八

制
定
し
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
議
会
を
正
式
に
発
足
さ
せ
た
。
さ
ら
に
一
九
九
八
年
グ
レ
ー
タ
ー
・
ロ
ン
ド
ン
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
（
以
下

Ｇ
Ｌ
Ａ
と
記
す
）
住
民
投
票
法
に
よ
る
投
票
で
Ｇ
Ｌ
Ａ
設
置
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
一
九
九
九
年
Ｇ
Ｌ
Ａ
法
を
制
定
し
、

二
〇
〇
〇
年
五
月
四
日
の
選
挙
で
市
長
と
二
五
人
の
議
員
の
選
出
を
受
け
て
Ｇ
Ｌ
Ａ
を
正
式
に
発
足
さ
せ
た
（
12
）

。
二
〇
〇
六
年
に
は

二
〇
〇
六
年
ウ
ェ
ー
ル
ズ
政
府
法
と
二
〇
〇
六
年
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
法
が
制
定
さ
れ
、
翌
年
に
は
ウ
ェ
ー
ル
ズ
議
会
が
設
立
さ
れ
、

ウ
ェ
ー
ル
ズ
と
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
自
治
が
復
活
し
た
。
ブ
レ
ア
は
一
二
の
地
域
に
議
会
を
設
置
し
、
国
か
ら
の
権
限
移
譲
を
通
じ
た
地

方
分
権
化
策
を
推
進
し
て
き
て
は
い
た
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
Ｇ
Ｌ
Ａ
の
み
に
と
ど
ま
っ
た
。
た
だ
し
Ｇ
Ｌ
Ａ
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
中

心
的
な
地
域
組
織
と
考
え
れ
ば
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
四
地
域
に
は
そ
れ
ぞ
れ
地
域
政
府
が
創
設
さ

れ
、
自
治
分
権
型
の
地
方
自
治
制
度
が
拡
充
し
た
と
も
い
え
る
。

ブ
レ
ア
労
働
党
政
権
を
継
承
し
た
ブ
ラ
ウ
ン
政
権
は
、
二
〇
〇
七
年
地
方
自
治
法
に
よ
っ
て
ロ
ン
ド
ン
に
地
域
開
発
公
社
を
設
立
す
る

と
と
も
に
、
パ
リ
ッ
シ
ュ
の
設
立
を
容
認
し
た
（
1３
）

。
ま
た
Ｇ
Ｌ
Ａ
を
除
く
八
リ
ー
ジ
ョ
ン
に
「
現
在
の
行
政
区
域
を
超
え
る
も
の
の
大
都
市

圏
都
市
よ
り
は
小
規
模
な
地
方
圏
（S

ub-R
egion

）
を
お
く
提
案
を
明
ら
か
に
し
た
（
1４
）

」
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
①
タ
イ
ン
・
ア
ン
ド
・

ウ
ェ
ア
圏
、
②
テ
ィ
ー
ズ
・
バ
レ
ー
圏
、
③
リ
ー
ズ
大
都
市
圏
都
市
圏
、
④
ハ
ル
・
ア
ン
ド
・
ハ
ン
バ
ー
ポ
ー
ト
圏
、
⑤
サ
ウ
ス
ヨ
ー
ク

シ
ャ
ー
圏
、
⑥
グ
レ
ー
タ
ー
・
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
圏
、
⑦
リ
バ
プ
ー
ル
大
都
市
圏
都
市
圏
、
⑧
フ
ァ
イ
ル
ド
・
コ
ー
ス
ト
圏
、
⑨
ベ

ニ
ー
・
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
圏
、
⑩
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
・
コ
ベ
ン
ト
リ
ー
・
ア
ン
ド
・
ブ
ラ
ッ
ク
カ
ン
ト
リ
ー
圏
、
⑪
ア
ー
バ
ン
・
サ
ウ
ス
ハ
ン

プ
シ
ャ
ー
圏
、
⑫
ボ
ン
マ
ス
・
プ
ー
ル
・
ア
ン
ド
・
ド
ー
セ
ッ
ト
圏
、
⑬
ウ
ェ
ス
ト
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
圏
で
あ
る
（
15
）

。
加
え
て
二
〇
〇
九
年

地
域
政
治
の
民
主
化
、
経
済
発
展
、
地
域
建
設
法
を
通
じ
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
広
域
行
政
の
推
進
の
一
環
と
し
て
、
八
リ
ー
ジ
ョ
ン
の

地
域
審
議
会
を
「
自
治
体
リ
ー
ダ
ー
委
員
会
」
に
改
編
し
た
の
で
あ
る
（
1６
）

。

（
七
六
二
）



日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
冷
戦
終
焉
期
以
降
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史
と
日
本
の
今
後
（
山
田
）

九

二
〇
一
〇
年
総
選
挙
の
結
果
政
権
は
キ
ャ
メ
ロ
ン
を
首
班
と
す
る
保
守
党
と
自
由
民
主
党
の
連
立
政
権
と
な
っ
た
。
連
立
政
権
は
大
き

な
社
会
と
地
域
主
義
を
柱
と
す
る
合
意
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
成
し
、
新
し
い
地
方
自
治
制
度
改
革
に
取
り
組
ん
だ
。
二
〇
一
一
年
の
地
域
主

義
法
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
地
方
自
治
体
お
よ
び
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
権
限
強
化
を
規
定
し
、
ロ
ン
ド
ン
開
発
公
社
と
自
治
体
リ
ー

ダ
ー
委
員
会
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
地
方
自
治
体
に
対
し
包
括
的
権
限
（general pow

er of com
petence

）
を
付
与
し
た
。
ま
た

二
〇
一
一
年
公
的
団
体
法
に
よ
っ
て
ロ
ン
ド
ン
以
外
の
地
域
開
発
公
社
を
廃
止
し
た
（
17
）

。
さ
ら
に
連
立
政
権
は
議
会
で
承
認
を
受
け
た
グ

レ
ー
タ
ー
・
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
設
置
令
を
受
け
て
、
グ
レ
ー
タ
ー
・
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
合
同
行
政
機
構
を
設
置
し
た
。
合
同
行
政
機
構
は

二
〇
一
四
年
に
四
地
域
で
設
置
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
連
立
政
権
は
、
労
働
党
内
閣
の
表
２
に
あ
る
一
二
の
リ
ー
ジ
ョ
ン
を
単
位
と
し
た

地
方
分
権
化
政
策
に
対
し
て
、
ロ
ン
ド
ン
以
外
の
八
リ
ー
ジ
ョ
ン
内
の
地
方
自
治
体
の
自
主
性
を
重
ん
じ
た
広
域
自
治
の
推
進
を
容
認
す

る
政
策
に
転
換
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
同
年
に
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
独
立
を
問
う
住
民
投
票
も
実
施
さ
れ
た
。
し
か
し
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

ド
独
立
の
提
案
は
承
認
さ
れ
な
か
っ
た
（
18
）

。

二
〇
一
五
年
に
発
足
し
た
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
政
権
は
、
二
〇
一
六
年
一
月
に
二
〇
一
六
年
都
市
・
地
方
分
権
法
を
制
定
し
、
合
同
行

政
機
構
に
お
け
る
公
選
首
長
の
設
置
を
通
じ
た
権
限
の
拡
充
政
策
の
遂
行
を
明
確
に
し
た
。
こ
う
し
た
流
れ
の
中
で
同
年
に
は
二
つ
の
地

域
合
同
組
織
が
設
置
さ
れ
た
。
ま
た
同
年
三
月
に
は
、
前
年
の
総
選
挙
で
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
民
族
党
の
議
席
が
六
議
席
か
ら
五
六
議
席
へ

と
大
幅
に
増
加
し
た
こ
と
か
ら
、
選
挙
後
に
行
わ
れ
た
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
へ
の
権
限
移
譲
の
交
渉
結
果
の
保
証
を
目
的
と
し
た
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
法
が
制
定
さ
れ
た
。
四
月
に
は
二
つ
の
合
同
行
政
機
構
が
設
置
さ
れ
、
五
月
に
は
二
〇
一
六
年
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
法
が
制
定
さ

れ
た
。
し
か
し
キ
ャ
メ
ロ
ン
政
権
は
六
月
に
実
施
し
た
Ｅ
Ｕ
残
留
に
関
す
る
国
民
投
票
で
提
案
が
否
決
さ
れ
辞
任
し
た
。
二
〇
一
六
年
七

月
に
成
立
し
た
メ
イ
政
権
の
下
、
翌
年
一
月
に
二
〇
一
七
年
ウ
ェ
ー
ル
ズ
法
が
成
立
し
、
四
地
域
に
関
す
る
分
権
法
が
揃
う
こ
と
に
な
っ

（
七
六
三
）
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一
〇

た
。
四
月
に
は
二
つ
の
合
同
行
政
機
構
が
成
立
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
広
域
分
権
が
さ
ら
に
進
ん
だ
。
し
か
し
メ
イ
政
権
は
Ｅ
Ｕ
離
脱
を

め
ぐ
る
混
乱
の
中
で
辞
任
を
表
明
し
、
次
の
保
守
党
党
首
が
決
定
し
た
後
で
辞
任
す
る
こ
と
が
確
定
し
た
（
19
）

。
保
守
党
首
選
挙
の
結
果
、
前

ロ
ン
ド
ン
市
長
・
前
外
相
の
ボ
リ
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
氏
が
勝
利
し
、
七
月
二
四
日
に
首
相
の
座
に
つ
い
た
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
首
相
は
一
〇
月

三
一
日
ま
で
に
Ｅ
Ｕ
を
離
脱
す
る
旨
を
表
明
し
た
。

二
　
冷
戦
終
焉
期
以
降
の
日
本
の
政
権
交
代
と
地
方
制
度
改
革
の
歴
史

一
九
八
九
年
は
平
成
元
年
で
あ
り
、
こ
こ
で
扱
う
も
の
は
平
成
時
代
の
日
本
の
政
権
交
代
と
地
方
制
度
改
革
の
歴
史
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
表
１
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
イ
ギ
リ
ス
首
相
は
サ
ッ
チ
ャ
ー
で
あ
っ
た
が
、
翌
年
メ
ー
ジ
ャ
ー
内
閣
に
代
わ
り
、
ブ
レ

ア
内
閣
、
ブ
ラ
ウ
ン
内
閣
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
・
自
由
連
立
内
閣
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
内
閣
、
メ
イ
内
閣
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
内
閣
と
八
つ
の
内
閣

が
存
在
し
て
い
る
。
他
方
日
本
で
は
一
九
九
八
年
だ
け
で
竹
下
内
閣
か
ら
宇
野
内
閣
、
海
部
内
閣
と
政
権
が
交
代
し
、
そ
の
後
も
宮
沢
内

閣
、
細
川
内
閣
、
羽
田
内
閣
、
橋
本
内
閣
、
小
渕
内
閣
、
森
内
閣
、
小
泉
内
閣
、
第
一
期
安
倍
内
閣
、
福
田
内
閣
、
麻
生
内
閣
、
鳩
山
内

閣
、
菅
内
閣
、
野
田
内
閣
、
第
二
期
安
倍
内
閣
と
一
六
回
の
政
権
交
代
（
一
七
内
閣
の
誕
生
）
を
経
験
し
て
い
る
。
一
内
閣
平
均
四
年
を
超

え
る
イ
ギ
リ
ス
に
対
し
て
、
日
本
は
平
均
一
年
九
か
月
と
い
う
短
さ
で
あ
る
。
五
年
五
か
月
の
小
泉
内
閣
と
現
在
ま
で
で
六
年
八
か
月

（
二
〇
一
九
年
八
月
一
日
現
在
）
の
第
二
期
安
倍
内
閣
を
除
く
と
、
他
の
内
閣
は
ほ
ぼ
一
年
ご
と
に
交
代
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で

も
分
権
改
革
が
進
ん
で
き
た
の
は
、
官
僚
組
織
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
が
あ
っ
た
か
ら
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

平
成
時
代
の
幕
開
け
に
は
、
バ
ブ
ル
の
絶
頂
期
と
前
年
か
ら
継
承
さ
れ
て
い
た
竹
下
内
閣
の
「
ふ
る
さ
と
創
生
事
業
」
が
存
在
し
た
。

そ
の
前
提
と
な
っ
た
も
の
が
一
九
八
七
年
六
月
に
策
定
さ
れ
た
第
四
次
全
国
総
合
開
発
計
画
（
四
全
総
）
で
あ
り
、
同
年
一
一
月
に
成
立

（
七
六
四
）



日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
冷
戦
終
焉
期
以
降
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史
と
日
本
の
今
後
（
山
田
）

一
一

し
た
竹
下
内
閣
は
、
第
四
次
全
国
総
合
開
発
計
画
の
多
極
分
散
型
国
土
の
形
成
に
向
け
て
、
地
域
の
主
体
性
と
創
意
工
夫
を
基
軸
と
し
つ

つ
、
地
域
特
性
を
生
か
し
た
個
性
豊
か
な
地
域
づ
く
り
を
積
極
的
に
進
め
る
政
策
と
し
て
「
ふ
る
さ
と
創
生
事
業
」
を
立
ち
上
げ
た
の
で

あ
る
。
具
体
的
に
は
、
地
方
交
付
税
交
付
団
体
を
対
象
に
、
一
市
町
村
当
た
り
一
律
に
一
億
円
（
昭
和
六
三
［
一
九
八
八
］
年
度
補
正
で
二
千

万
円
、
平
成
元
［
一
九
八
九
］
年
度
当
初
で
八
千
万
円
）
を
地
方
交
付
税
の
基
準
財
政
需
要
額
に
加
算
す
る
形
で
交
付
し
た
の
で
あ
る
（
20
）

。
そ
れ

に
続
い
た
も
の
が
消
費
税
（
三
％
）
の
導
入
で
あ
っ
た
。

し
か
し
一
九
九
〇
年
に
は
バ
ブ
ル
は
崩
壊
し
、
政
府
は
福
祉
八
法
の
改
正
を
通
じ
て
低
成
長
下
の
福
祉
政
策
の
あ
り
方
を
模
索
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
問
題
と
な
っ
た
も
の
の
一
つ
が
東
京
一
極
集
中
で
あ
り
、
首
都
機
能
移
転
が
政
治
課
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
同

年
一
月
の
首
都
機
能
移
転
問
題
に
関
す
る
懇
談
会
が
設
置
さ
れ
、
一
一
月
に
は
「
国
会
等
の
移
転
に
関
す
る
決
議
」
が
衆
参
両
院
で
な
さ

れ
、
一
二
月
に
は
首
都
機
能
移
転
問
題
を
考
え
る
有
識
者
会
議
も
設
置
さ
れ
て
い
る
。
一
九
九
一
年
八
月
に
は
「
国
会
等
の
移
転
に
関
す

る
特
別
委
員
会
」
が
両
院
に
設
置
さ
れ
、
一
九
九
二
年
一
二
月
に
は
「
国
会
等
の
移
転
に
関
す
る
法
律
」
が
制
定
さ
れ
た
。
そ
の
後
も
多

様
な
活
動
が
起
こ
っ
た
も
の
の
、
首
都
機
能
移
転
論
は
現
在
の
と
こ
ろ
目
立
っ
た
動
き
は
見
ら
れ
て
い
な
い
（
21
）

。

一
九
九
三
年
は
細
川
八
会
派
連
合
政
権
が
誕
生
し
た
が
、
八
か
月
後
の
一
九
九
四
年
四
月
に
羽
田
内
閣
に
交
代
し
、
六
月
に
は
自
民
・

さ
き
が
け
・
社
民
連
立
の
村
山
内
閣
が
誕
生
し
て
い
る
。
同
年
六
月
に
地
方
自
治
法
が
改
正
さ
れ
、
中
核
市
制
度
と
広
域
連
合
制
度
が
創

設
さ
れ
、
中
核
市
制
度
は
翌
年
四
月
か
ら
、
広
域
連
合
制
度
は
六
月
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
新
し
い
広
域
行
政
制
度
の
導
入

は
、
宮
澤
内
閣
か
ら
細
川
・
羽
田
内
閣
を
経
て
村
山
内
閣
に
引
き
継
が
れ
る
形
で
実
現
し
て
い
る
。
そ
の
元
と
な
っ
た
も
の
は
一
九
八
九

年
の
第
二
次
臨
時
行
政
審
議
会
の
「
国
と
地
方
の
関
係
に
関
す
る
答
申
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
答
申
で
は
地
方
中
核
都
市
、
都
道
府
県
連
合

制
度
、
市
町
村
連
合
制
度
等
の
創
設
が
提
案
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
改
革
は
日
本
型
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
一
例
と
い
え
る
（
22
）

。
（
七
六
五
）
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一
二

平
成
時
代
の
日
本
の
地
方
自
治
制
度
に
関
す
る
大
き
な
改
革
は
一
九
九
九
年
に
始
ま
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
年
は
「
地
方
分
権
の
推
進

を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
地
方
分
権
一
括
法
）」
が
制
定
さ
れ
、
1
．
機
関
委
任
事
務
制
度
の
廃
止
と
自
治
事

務
及
び
法
定
受
託
事
務
の
創
設
、
2
．
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
国
又
は
都
道
府
県
の
関
与
の
ル
ー
ル
の
確
立
、
３
．
国
・
都
道
府
県
の

関
与
に
つ
い
て
の
係
争
処
理
制
度
の
創
設
や
、
中
核
市
の
要
件
緩
和
と
特
例
市
の
創
設
な
ど
が
な
さ
れ
た
年
で
あ
る
（
2３
）

。
ま
た
こ
の
年
は

二
〇
一
〇
年
ま
で
続
い
た
平
成
の
大
合
併
が
開
始
さ
れ
た
年
で
も
あ
る
。
日
本
の
地
方
自
治
制
度
改
革
で
代
表
的
な
も
の
は
、
明
治
の
大

合
併
と
昭
和
の
大
合
併
で
あ
る
が
、
明
治
の
大
合
併
の
後
は
地
方
公
共
団
体
の
組
合
制
度
が
創
設
さ
れ
、
昭
和
の
大
合
併
の
後
は
広
域
市

町
村
圏
な
ど
の
広
域
行
政
組
織
が
創
設
さ
れ
、
合
併
後
に
新
た
な
広
域
行
政
制
度
が
創
設
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
〇
年
三
月
の
平
成
の
大

合
併
終
了
に
合
わ
せ
て
、
二
〇
〇
九
年
に
は
定
住
自
立
圏
が
創
設
さ
れ
て
い
る
（
2４
）

。

平
成
の
大
合
併
の
間
に
登
場
し
た
小
泉
内
閣
は
、
二
〇
〇
三
年
に
指
定
管
理
者
制
度
を
導
入
し
、
二
〇
〇
五
年
に
は
三
位
一
体
の
改
革

を
導
入
し
、
地
方
財
政
の
健
全
化
に
向
け
た
対
策
を
実
施
し
た
。
ま
た
合
併
し
た
市
や
町
に
お
け
る
旧
町
村
や
集
落
の
自
治
や
地
域
創
生

等
の
主
体
の
一
つ
と
し
て
地
域
自
治
区
を
創
設
し
て
い
る
。
福
田
内
閣
で
は
二
〇
〇
八
年
に
第
五
次
全
国
総
合
開
発
計
画
に
相
当
す
る
国

土
形
成
計
画
を
閣
議
決
定
し
、
平
成
の
大
合
併
後
の
広
域
行
政
施
策
と
し
て
定
住
自
立
圏
構
想
を
提
示
し
た
が
、
定
住
自
立
圏
が
創
設
さ

れ
た
の
は
麻
生
内
閣
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
鳩
山
・
菅
・
野
田
と
続
く
民
主
党
中
心
の
連
立
政
権
が
動
き
始
め
た
二
〇
一
〇
年
三
月

末
で
平
成
の
大
合
併
は
終
了
し
た
。
地
域
主
権
改
革
を
提
示
し
た
民
主
党
政
権
は
、
結
局
毎
年
総
理
が
交
代
す
る
混
乱
の
中
で
退
陣
す
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
中
で
小
泉
内
閣
は
二
〇
〇
六
年
二
月
二
八
日
に
、
第
二
八
次
地
方
制
度
調
査
会
（
以
下
「
調
査
会
」
と
い
う
）
か
ら
「
道
州
制

の
あ
り
方
に
関
す
る
答
申
」
を
受
け
取
っ
て
い
る
。
調
査
会
は
答
申
に
お
い
て
ま
ず
都
道
府
県
制
度
に
、「
現
在
の
都
道
府
県
制
度
の
ま

（
七
六
六
）



日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
冷
戦
終
焉
期
以
降
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史
と
日
本
の
今
後
（
山
田
）

一
三

ま
で
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
で
き
る
か
」、「
一
層
の
地
方
分
権
改
革
の
担
い
手
た
り
得
る
か
」
と
い
っ
た
疑
問
を
投
げ
か
け
、

「
広
域
自
治
体
改
革
と
道
州
制
」
を
テ
ー
マ
に
、「
広
域
自
治
体
改
革
は
、
都
道
府
県
制
度
に
関
す
る
問
題
へ
の
対
応
に
と
ど
ま
ら
ず
、
国

の
か
た
ち
の
見
直
し
に
か
か
わ
る
改
革
と
し
て
位
置
づ
け
る
」
こ
と
が
で
き
る
と
し
、「
こ
う
し
た
見
地
に
立
つ
な
ら
ば
、
そ
の
具
体
策

と
し
て
は
道
州
制
の
導
入
が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
広
域
自
治
体
と
し
て
都
道
府
県
に
代
え
て
道
州

を
置
く
、
道
州
及
び
市
町
村
の
二
層
制
が
望
ま
し
い
と
の
答
申
を
行
っ
た
の
で
あ
る
（
25
）

。
こ
れ
を
受
け
て
小
泉
内
閣
と
安
倍
内
閣
は
道
州
制

へ
の
理
解
を
示
し
た
が
、
第
一
期
安
倍
内
閣
が
短
命
に
終
わ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
道
州
制
に
関
す
る
議
論
は
停
滞
し
て
い
る
。

二
〇
一
二
年
一
二
月
に
再
度
総
理
の
座
に
つ
い
た
安
倍
晋
三
自
由
民
主
党
総
裁
は
、
二
〇
一
四
年
の
地
方
自
治
法
改
正
を
通
じ
て
、
指

定
都
市
制
度
改
革
の
一
環
と
し
て
総
合
区
制
度
を
創
設
し
た
。
ま
た
中
核
市
と
特
例
市
制
度
を
統
合
し
て
、
中
核
市
の
人
口
要
件
三
〇
万

人
以
上
を
特
例
市
の
要
件
で
あ
っ
た
二
〇
万
人
以
上
に
改
め
、
そ
れ
ま
で
の
特
例
市
は
中
核
市
に
移
行
す
る
か
、
施
行
時
特
例
市
に
留
ま

る
か
の
選
択
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
加
え
て
指
定
都
市
や
中
核
市
が
核
と
な
っ
て
、
連
携
し
て
広
域
的
な
圏
域
を
設
定
し
て
事
務
の
共
同

処
理
行
う
こ
と
を
可
能
と
す
る
連
携
中
枢
都
市
圏
制
度
も
創
設
し
た
。
広
域
行
政
圏
を
中
心
と
し
た
自
治
分
権
化
が
継
続
し
て
実
践
さ
れ

て
き
て
い
る
の
で
あ
る
（
25
）

。

三
　
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
共
通
性

日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
共
通
性
と
し
て
第
一
に
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
広
域
行
政
化
の
流
れ
で
あ
る
。
イ

ギ
リ
ス
で
は
労
働
党
政
権
時
代
に
一
二
リ
ー
ジ
ョ
ン
化
を
、
日
本
で
は
小
泉
内
閣
か
ら
第
一
期
安
倍
内
閣
で
一
三
道
州
を
案
の
一
つ
と
す

る
道
州
制
へ
の
移
行
が
議
論
さ
れ
た
。
表
３
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
地
域
圏
の
面
積
は
日
本
が
ほ
ぼ
イ
ギ
リ
ス
の

（
七
六
七
）
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一
四

一
・
五
倍
で
あ
り
、
人
口
も
イ
ギ
リ
ス
の
二
倍
弱

で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
レ
ジ
オ
ン
、
ド
イ
ツ
の
ラ

ン
ト
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
ラ
ン
ス
テ
ィ
ン
グ
の
面

積
と
人
口
は
ほ
ぼ
イ
ギ
リ
ス
の
リ
ー
ジ
ョ
ン
と
類

似
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
単
純
な
比
較
は
で
き
な

い
と
し
て
も
、
日
本
の
道
州
は
少
し
広
す
ぎ
る
と

い
え
る
（
27
）

。

基
礎
自
治
体
を
比
較
し
た
場
合
、
日
本
の
基
礎

自
治
体
は
一
七
四
一
市
区
町
村
で
あ
り
、
平
均
面

積
は
二
一
七
・
〇
二
㎢
、
平
均
人
口
は
七
万

三
四
六
九
人
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
基
礎
自
治
体

は
表
３
の
通
り
三
八
二
ユ
ニ
タ
リ
ー
等
と
な
っ
て

お
り
、
平
均
面
積
は
七
三
七
・
〇
五
㎢
、
平
均
人

口
は
一
六
万
一
七
八
〇
人
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の

ユ
ニ
タ
リ
ー
等
の
面
積
は
日
本
の
約
三
・
四
倍
、

人
口
は
約
二
・
二
倍
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
他

の
国
々
と
比
較
し
た
場
合
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
コ

表 ３　道州制を前提とした日本とヨーロッパ諸国の自治制度の相違
日　本 イギリス フランス ドイツ スウェーデン

面積 ３77,829 2４1,752 551,６95 ３57,111 ４50,295

人口 12,791 ６,180 ６,６99 8,177 959

地域圏 道　　州 リージョン レジオン ラント（州）

数 1３ 12 2６ 1６

平均面積（㎢） 29,0６４ 20,1４６ 21,212 22,３19

平均人口（万人） 98３ 515 250 511

広域自治体 都道府県 （カウンティ） デパルトマン クライス（郡） ランスティング

数 ４7 ［2６］ 9６ ４12 20

平均面積（㎢） 8,0３9 5,515 8６7 22,４98

平均人口（万人） 272 ６7.7４ 19.85 ４5.４

基礎自治体 市区町村 ユニタリー等 コミューン ゲマインデ コミューン

数 1,718+2３ ３82 ３６,６7３ 11,9３３ 290

平均面積（㎢） 217.02 7３7.05 15.0４ 29.78 1,552.7４

平均人口 7３,４６9 1６1,780 1,827 ６,818 ３３,0６9

準自治体 地域自治組織 パリッシュ等 （パリッシュ）

数 27４ 約 12,000

平均面積（㎢） 72.8 約 11.0

平均人口 11,805 約 1,500

註　フランスのコミューンは規模としてはイギリスのパリッシュに類似
ドイツのゲマインデはイギリスのパリッシュやフランスのコミューンの数倍程度の規模
ドイツのクライスは ３01 であるが、３ 自治州の ４ 市と 111 の郡独立州を加えたものである
イギリス： 二層制はカウンティとディストリクトで構成、一層制はシティ、ロンドン・バラ、大都市

ディストリクト、ユニタリィ、北アイルランドのディストリクトで構成
日本の地域自治組織は、地域審議会（４0 団体・110 審議会）、地域自治区（一般制度：15 団体 1４8 自治
区）、地域自治区（合併特例：12 団体・2６ 自治区）の合計 ３ 種 ６7 団体 27４ となっている。
ここでの平均面積と平均人口は地域自治区（一般組織）を対象として計算した数字である。

（
七
六
八
）



日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
冷
戦
終
焉
期
以
降
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史
と
日
本
の
今
後
（
山
田
）

一
五

表
４　
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ユ
ニ
タ
リ
ー
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
（
単
一
自
治
体
：
56）

設
立

人
口

順
位

面
積

（
㎢

）
順

位
B

ath and N
orth E

ast S
om

erset
199６

188,700
３2

３４６.00
18

B
edford

2009
1６9,900

３7
４7６.４0

1４
B

lackburn w
ith D

arw
en

1998
1４8,800

４４
1３7.00

３３
B

lackpool
1998

1３9,720
４8

３４.85
5４

B
ournem

outh, C
hristchurch and P

oole
2019

19４,800
３0

４６.00
４9

B
racknell F

orest
1998

120,４00
52

109.３8
３5

B
righton and H

ove
1997

288,200
12

82.79
３8

B
ristol

199６
４59,３00

４
110.00

３３
C

entral B
edfordshire

2009
280,000

1３
715.70

11
C

heshire E
ast

2009
３78,800

5
11６６.00

8
C

heshire W
est and C

hester
2009

３３8,000
8

91６.70
9

C
ornw

all
2009

5６1,３00
1

３5４６.00
2

C
ounty D

urham
2009

52３,700
2

222６.00
６

D
arlington

1997
10６,３00

5３
197.50

2６
D

erby
1997

257,000
19

78.0３
４1

D
orset

2019
151,３00

４2
６5.00

４5
E

ast R
iding of Y

orkshire
199６

３３8,100
7

2４79.00
5

H
alton

1998
127,６00

51
79.08

４0
H

artlepool
199６

9３,000
5４

9３.5６
３６

H
erefordshire

1998
191,000

３1
2180.00

7
Isle of W

ight
1995

1４1,000
４６

３8４.00
1６

K
ingston upon H

ull
199６

2６0,700
18

71.00
４４

L
eicester

1997
３5３,500

６
7３.３0

４３
L

uton
1997

21４,700
2４

４３.３5
50

M
edw

ay
1998

277,６00
15

192.0３
28

M
iddlesbrough

199６
1４0,６00

４7
5３.88

４7
M

ilton K
eynes

1997
2６7,500

1６
３09.00

20
N

orth E
ast L

incolnshire
199６

159,800
４0

191.90
29

N
orth L

incolnshire
199６

171,３00
３5

8６４.３0
10

ユ
ニ

タ
リ

ー
・

オ
ー

ソ
リ

テ
ィ

設
立

人
口

順
位

面
積

(㎢
)

順
位

N
orth S

om
erset

199６
212,800

25
３7４.６8 

17 
N

orthum
berland

2009
３19,000

10
501４.00 

1 
N

ottingham
1998

３29,200
9

7４.６1 
４2 

P
eterborough

1998
198,900

28
３４３.３8 

19 
P

lym
outh

1998
2６３,100

17
79.8３ 

３9 
P

ortsm
outh

1997
21４,700

2３
４0.25 

52 
R

eading
1998

1６３,100
３9

４0.00 
5３ 

R
edcar and C

leveland
199６

1３６,000
４9

2４４.80 
2３ 

R
utland

1997
３9,500

55
３81.80 

15 
S

hropshire
2009

３17,500
11

３197.00 
４ 

S
lough

1998
1４8,800

４5
３2.5４ 

55 
S

outham
pton

1997
252,４00

21
50.00 

４8 
S

outhend-on-S
ea

1998
181,800

３３
４1.7６ 

51 
S

outh G
loucestershire

199６
279,000

1４
４9６.9４ 

1３ 
S

tockton-on-T
ees

199６
19６,500

29
205.00 

25 
S

toke-on-T
rent

1998
255,４00

20
9３.４5 

３7 
S

w
indon

1998
220,４00

22
2３0.10 

2４ 
T

elford and W
rekin

1998
175,800

３４
290.３1 

21 
T

hurrock
1998

170,４00
３６

1６３.３8 
３2 

T
orbay

1998
1３5,200

50
６2.87 

４６ 
W

arrington
1998

209,700
2６

180.６0 
３0 

W
est B

erkshire
1998

158,500
４1

70４.17 
12 

W
iltshire

2009
４9６,000

３
３255.00 

３ 
W

indsor and M
aidenhead

1998
150,100

４３
198.４３ 

27 
W

okingham
1998

1６5,000
３8

178.98 
３1 

Y
ork

199６
208,200

27
271.9４ 

22 
Isles of S

cilly
2,３00

5６
1６.３7

5６
合

　
　

　
　

　
計

12,６４1,920
３３529.9４ 

平
　

　
　

　
　

均
225,7４9

598.75 
ダ

ー
リ

ン
ト

ン
、

ハ
ー

ト
リ

プ
ー

ル
、

ミ
ド

ル
ス

ブ
ラ

、
レ

ッ
ド

カ
ー

・
ア

ン
ド

・
ク

リ
ー

ブ
ラ

ン
ド

、
ス

ト
ッ

ク
ト

ン
・

オ
ン

・
テ

ィ
ー

ズ
で

テ
ィ

ー
ズ

・
バ

レ
ー

合
同

行
政

機
構

を
201６

年
に

創
設

バ
ー

ス
・

ア
ン

ド
・

ノ
ー

ス
イ

ー
ス

ト
・

サ
マ

ー
セ

ッ
ト

と
ブ

リ
ス

ト
ル

と
サ

ウ
ス

・
グ

ロ
ス

タ
ー

シ
ャ

ー
で

ウ
ェ

ス
ト

・
オ

ブ
・

イ
ン

グ
ラ

ン
ド

合
同

機
構

を
2017

年
に

創
設

註
　

 表
は

“L
ocal governm

ent structure and elections - G
O

V
.U

K
”（

w
w

w
.gov.uk/guidance/locai-governm

ent-structure-and-elections）
と

“L
ocal governm

ent structure 
- politics.co.uk ”（

w
w

w
.politics.co.uk）

を
中

心
に

、
そ

れ
ぞ

れ
の

U
nitary A

uthority
の

Ｈ
Ｐ

を
参

照
し

整
理

し
て

作
成

し
た

。

（
七
六
九
）
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一
六

ミ
ュ
ー
ン
の
人
口
が
約
三
万
三
千
人
で
、
日
本
の
四
五
％
程
度
、
イ
ギ
リ
ス
の
二
〇
％
程
度
に
す
ぎ
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
は

面
積
一
五
・
〇
四
㎢
で
人
口
は
一
八
二
七
人
に
す
ぎ
ず
、
イ
ギ
リ
ス
と
比
較
す
れ
ば
面
積
が
二
％
程
度
で
人
口
が
一
％
程
度
、
日
本
と
比

較
す
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
七
％
程
度
・
二
％
程
度
と
な
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
面
積
二
九
・
七
八
㎢
、
人
口
は
六
八
一
八
人
で

あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
に
比
べ
て
そ
れ
ぞ
れ
四
％
程
度
・
四
％
程
度
、
日
本
と
は
一
四
％
程
度
・
九
％
程
度
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
フ
ラ
ン
ス

の
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
準
自
治
体
で
あ
る
パ
リ
ッ
シ
ュ
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
面
積
一
一
㎢
と
人
口
一
五
〇
〇
人
に
近
い
。

表
5　
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
・
カ
ウ
ン
テ
ィ
（
6）
と
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
・
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
（
３6）

メ
ト

ロ
ポ

リ
タ

ン
・

カ
ウ

ン
テ

ィ
（

６）
カ

ウ
ン

テ
ィ

人
口（

2017）
面

積
（

㎢
）

メ
ト

ロ
ポ

リ
タ

ン
・

デ
ィ

ス
ト

リ
ク

ト
（

３６）
デ

ィ
ス

ト
リ

ク
ト

数
と

平
均

人
口

平
均

面
積

（
㎢

）
合

同
行

政
機

構

G
reater 

M
anchester

2,798,800
1,27６

M
anchester, B

olton, B
ury, O

ldham
, R

ochdale,
S

alford, S
tockport, T

am
eside, T

rafford, W
igan

10：
279,880

127.６
グ

レ
ー

タ
ー

・
マ

ン
チ

ェ
ス

タ
ー

合
同

行
政

機
構

：
2011

年
創

設

M
erseyside

1,４1６,800
６４5

L
iverpool, K

now
sley, S

t H
elens, S

efton, W
irral

5：
28３,３00

129.0
リ

バ
プ

ー
ル

・
シ

テ
ィ

・
リ

ー
ジ

ョ
ン

合
同

行
政

機
構

（
201４）　

ハ
ル

ト
ン

（
Ｕ

Ａ
）

が
追

加
加

盟

S
outh Y

orkshire
1,３9３,４00

1,552
S

heffi
eld, B

arnsley, D
oncaster, R

otherham
４：

３４8,３50
３88.0

シ
ェ

フ
ィ

ー
ル

ド
・

シ
テ

ィ
・

リ
ー

ジ
ョ

ン
行

政
機

構
：

201４
年

創
設

T
yne and W

ear
1,129,500

5３8
N

ew
castle upon T

yne, G
ateshead, S

outh T
yneside,

N
orth T

yneside, S
underland

5：
225,900

107.６ 
ノ

ー
ス

イ
ー

ス
ト

合
同

行
政

機
構

：
201４

年
創

設
カ

ウ
ン

テ
ィ

・
ダ

ー
ラ

ム
（

Ｕ
Ａ

）
が

追
加

加
盟

W
est M

idlands
2,897,３00

902
B

irm
ingham

, C
oventry, D

udley, S
andw

ell, S
olihull, 

W
alsall, W

olverham
pton

7：
４1３,900

128.9

ウ
ェ

ス
ト

・
ミ

ッ
ド

ラ
ン

ド
合

同
行

政
機

構
（

201６）
準

構
成

自
治

体
：

テ
ル

フ
ォ

ー
ド

・
ア

ン
ド

・
レ

キ
ン

（
Ｕ

Ａ
）

と
カ

ノ
ッ

ク
チ

ェ
ー

ス
、

ヌ
ー

ト
ン

・
ア

ン
ド

・
ヘ

ッ
ド

ワ
ー

ス
他

2
の

デ
ィ

ス
ト

リ
ク

ト
W

est Y
orkshire

2,３07,000
2,029

L
eeds, B

radford, C
alderdale, K

irklees, W
akefield

5：
４６1,４00

４05.8
ウ

ェ
ス

ト
・

ヨ
ー

ク
シ

ャ
ー

合
同

行
政

機
構

（
201４）

合
　

　
計

11,9４2,800
６,9４2

平
　

　
均

1,8４5,017
1,157

３07,50３
192.8

註
　

 表
は

“L
ocal governm

ent structure and elections - G
O

V
.U

K
”（

w
w

w
.gov.uk/guidance/locai-governm

ent-structure-and-elections）
と

“L
ocal governm

ent structure-
politics.co.uk ”（

w
w

w
.politics.co.uk）

を
中

心
に

、
そ

れ
ぞ

れ
の

メ
ト

ロ
ポ

リ
タ

ン
・

カ
ウ

ン
テ

ィ
の

Ｈ
Ｐ

を
参

照
し

整
理

し
て

作
成

し
た

。

（
七
七
〇
）



日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
冷
戦
終
焉
期
以
降
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史
と
日
本
の
今
後
（
山
田
）

一
七

こ
う
し
て
み
る
と
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
基
礎
自
治
体
の
面
積
と
人
口
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
そ
の
他
の
国
家
と

比
較
す
れ
ば
あ
ま
り
大
き
な
差
は
な
い
と
も
い
え
る
。
大
別
す
れ
ば
世
界
各
国
の
基
礎
自
治
体
は
、
七
万
人
を
超
え
る
（
こ
れ
で
も
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
の
倍
以
上
で
あ
る
）
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
な
大
規
模
型
と
、
ス
ェ
ー
デ
ン
や
オ
ラ
ン
ダ
の
よ
う
に
三
万
人
前
後
の
中
規
模

型
と
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
の
よ
う
な
一
万
人
未
満
の
小
規
模
型
に
区
分
で
き
る
。

そ
れ
ゆ
え
日
本
で
は
政
令
市
制
度
を
改
正
し
、
人
口
七
〇
万
人
以
上
で
指
定
都
市
に
、
三
〇
万
人
以
上
で
（
旧
）
中
核
市
（
現
在
は
二
〇

万
人
以
上
に
改
正
）
に
、
二
〇
万
人
で
（
旧
）
特
例
市
（
現
在
は
廃
止
し
た
が
一
部
は
施
行
時
特
例
市
と
し
て
残
存
し
て
い
る
）
に
な
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
人
口
数
に
応
じ
て
事
務
権
限
を
委
譲
さ
せ
地
方
公
共
団
体
の
自
治
能
力
を
拡
充
さ
せ
る
政
策
を
導
入
し
た
の
で
あ
る
。
表
４
に

あ
る
よ
う
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ユ
ニ
タ
リ
ー
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
の
平
均
人
口
は
二
二
万
人
強
で
あ
り
、（
旧
）
特
例
市
（
現
在
の
中
核
市
）

に
類
似
し
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
表
５
に
あ
る
よ
う
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
・
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
は
平
均
人
口
三
〇

万
人
強
で
あ
り
（
旧
）
中
核
市
に
類
似
し
て
い
る
。
加
え
て
表
６
の
平
均
人
口
一
〇
〇
万
人
強
の
ノ
ン
・
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
・
カ
ウ
ン

テ
ィ
と
、
平
均
人
口
一
四
万
人
程
度
の
ノ
ン
・
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
・
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
は
、
日
本
の
都
道
府
県
と
市
町
村
の
関
係
に
類
似

し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
表
７
に
あ
る
よ
う
に
平
均
人
口
二
七
万
人
強
の
ロ
ン
ド
ン
・
バ
ラ
は
（
旧
）
中
核
市
と
（
旧
）
特

例
市
の
中
間
と
い
え
る
よ
う
な
類
似
性
を
見
せ
て
い
る
。

日
本
で
は
一
部
事
務
組
合
や
広
域
連
合
が
地
方
自
治
体
の
事
務
の
共
同
処
理
を
可
能
な
も
の
に
し
て
い
る
。
特
に
近
年
で
は
広
域
連
合

を
活
用
し
た
定
住
自
立
圏
や
連
携
中
枢
都
市
圏
と
い
っ
た
大
規
模
な
広
域
行
政
を
展
開
す
る
自
治
体
が
増
加
し
て
き
て
い
る
。
特
に
長
野

県
は
県
内
全
域
を
対
象
に
一
〇
の
広
域
市
町
村
圏
を
設
定
し
、
広
域
圏
を
単
位
に
広
域
行
政
を
展
開
し
て
き
た
。
長
野
県
の
平
成
の
大
合

併
の
進
捗
率
は
、
四
二
市
町
村
減
の
三
五
％
で
全
国
三
六
位
で
あ
り
、
村
も
三
五
村
残
在
し
た
。
第
二
位
の
沖
縄
県
の
一
九
村
か
ら
見
て

（
七
七
一
）
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経
研
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五
十
六
巻
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二
〇
一
九
年
九
月
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一
八

表
6　
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ノ
ン
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
カ
ウ
ン
テ
ィ
（
２6）

と
ノ
ン
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
（
１9２）

ノ
ン

・
メ

ト
ロ

ポ
リ

タ
ン

カ
ウ

ン
テ

ィ
人

　
口

面
積

（
㎢

）
ユ

ニ
タ

リ
ー

・
オ

ー
ソ

リ
テ

ィ
を

除
く

ノ
ン

・
メ

ト
ロ

ポ
リ

タ
ン

デ
ィ

ス
ト

リ
ク

ト
数

平
均

人
口

平
均

面
積

（
㎢

）
B

uckingham
shire

80３,４00
1,87４

S
outh B

ucks – C
hiltern – W

ycom
be – A

ylesbury V
ale

４
200,850

４６8.5 

C
am

bridgeshire
8４7,200

３,３89
C

am
bridge – S

outh C
am

bridgeshire – H
untingdonshire – F

enland – E
ast C

am
bridgeshire

5
1６9,４４0

６77.8 
　

こ
の

領
域

で
ケ

ン
ブ

リ
ッ

ジ
シ

ャ
ー

・
ア

ン
ド

・
ピ

ー
タ

ー
バ

ラ
合

同
行

政
機

構
を

2017
年

に
創

設
C

um
bria

４98,４00
６,7６8

B
arrow

-in-F
urness – S

outh L
akeland – C

opeland – A
llerdale – E

den – C
arlisle

６
8３,0６7

1128.0 

D
erbyshire

1,0４9,000
2,６25

H
igh P

eak – D
erbyshire D

ales – S
outh D

erbyshire – E
rew

ash – A
m

ber V
alley –

N
orth E

ast D
erbyshire – C

hesterfield – B
olsover

8
1３1,125

３28.1 

D
evon

1,185,500
６,707

E
xeter – E

ast D
evon – M

id D
evon – N

orth D
evon – T

orridge – W
est D

evon – 
S

outh H
am

s – T
eignbridge

8
1４8,188

8３8.４ 

E
ast S

ussex
8４0,４00

1,792
H

astings – R
other – W

ealden – E
astbourne – L

ew
es

5
1６8,080

３58.４ 

E
ssex

1,820,４00
３,６70

H
arlow

 – E
pping F

orest – B
rentw

ood – B
asildon – C

astle P
oint – R

ochford – 
M

aldon –C
helm

sford – U
ttlesford – B

raintree – C
olchester – T

endring
12

151,700
３05.8 

G
loucestershire

907,200
３,150

G
loucester – T

ew
kesbury – C

heltenham
 – C

otsw
old – S

troud – F
orest of D

ean
６

151,200
525.0 

H
am

pshire
1,8３7,800

３,7６9
G

osport – F
areham

 – W
inchester – H

avant – E
ast H

am
pshire – H

art – R
ushm

oor – 
B

asingstoke and D
eane – T

est V
alley – E

astleigh – N
ew

 F
orest

11
1６7,07３

３４2.６ 

H
ertfordshire

1,180,900
1,６４３

T
hree R

ivers – W
atford – H

ertsm
ere – W

elw
yn H

atfield – B
roxbourne – E

ast  
H

ertfordshire –S
tevenage – N

orth H
ertfordshire – S

t A
lbans – D

acorum
10

118,090
1６４.３ 

K
ent

1,8３2,３00
３,7３６

D
artford – G

ravesham
 – S

evenoaks – T
onbridge and M

alling – T
unbridge W

ells – 
M

aidstone –  S
w

ale – A
shford – F

olkestone and H
ythe – C

anterbury –D
over – T

hanet
12

152,６92
３11.３ 

L
ancashire

1,４90,500
３,079

W
est L

ancashire – C
horley – S

outh R
ibble – F

ylde – P
reston – W

yre – L
ancaster – 

R
ibble V

alley – P
endle – B

urnley – R
ossendale – H

yndburn
12

12４,208
25６.６ 

L
eicestershire

1,0４３,800
2,15６

C
harnw

ood – M
elton – H

arborough – O
adby and W

igston – B
laby – 

H
inckley and B

osw
orth –N

orth W
est L

eicestershire
7

1４9,11４
３08.0 

L
incolnshire

1,082,３00
６,959

L
incoln – N

orth K
esteven – S

outh K
esteven – S

outh H
olland – B

oston – 
E

ast L
indsey –W

est L
indsey

7
15４,６1４

9４４.1 

N
orfolk

898,４00
5,３72

N
orw

ich – S
outh N

orfolk – G
reat Y

arm
outh – B

roadland – N
orth N

orfolk – 
K

ing's L
ynn and W

est N
orfolk – B

reckland
7

128,３４３
7６7.４ 

N
ortham

ptonshire
7４1,200

2,３６４
S

outh N
ortham

ptonshire – N
ortham

pton – D
aventry – W

ellingborough – K
ettering –  

C
orby –E

ast N
ortham

ptonshire
7

105,88６
３77.7 

（
七
七
二
）



日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
冷
戦
終
焉
期
以
降
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史
と
日
本
の
今
後
（
山
田
）

一
九

も
村
の
多
さ
が
際
立
っ
て
お
り
、
小
規
模
町
村
が
多
く
残
っ
た
県
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
長
野
県
で
は
、
県
内
一
〇
の
広
域
行
政
圏
に

広
域
連
合
を
設
置
し
、
平
成
の
大
合
併
の
代
替
と
し
た
と
い
え
る
よ
う
な
形
態
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
構
成
各
市
町
村
が
対

等
な
立
場
で
活
動
す
る
広
域
連
合
に
は
限
界
が
見
ら
れ
、
広
域
行
政
圏
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
定
住
自
立
圏
が
五
地
域
、
連
携

中
枢
都
市
圏
が
一
地
域
、
連
携
自
立
圏
が
一
地
域
、
広
域
自
立
圏
が
一
地
域
と
、
連
携
中
枢
都
市
圏
意
向
を
意
図
し
て
い
る
圏
域
が
一
地

域
、
合
併
含
み
で
未
定
が
一
地
域
と
な
っ
て
お
り
、
地
域
に
応
じ
た
広
域
行
政
が
展
開
さ
れ
て
い
る
（
28
）

。

こ
う
し
た
日
本
と
類
似
し
た
傾
向
は
、
規
模
は
か
な
り
異
な
る
も
の
の
、
リ
ー
ジ
ョ
ン
行
政
が
確
立
で
き
な
か
っ
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の

N
orth Y

orkshire
1,15３,４00

8,６08
S

elby – H
arrogate – C

raven – R
ichm

ondshire – H
am

bleton – R
yedale – S

carborough
7

1６４,771
1152.６ 

N
ottingham

shire
1,1４7,100

2,1６0
R

ushcliffe – B
roxtow

e – A
shfield – G

edling – N
ew

ark and S
herw

ood – M
ansfield –

assetlaw
7

1６３,871
３08.６ 

O
xfordshire

６82,４00
2,６05

O
xford – C

herw
ell – S

outh O
xfordshire – V

ale of W
hite H

orse – W
est O

xfordshire
5

1３６,４80
521.0 

S
om

erset
95６,700

４,171
S

outh S
om

erset – S
om

erset W
est and T

aunton – S
edgem

oor – M
endip

４
2３9,175

10４2.8 

S
taffordshire

1,12６,200
2,71３

T
am

w
orth – L

ichfield – C
annock C

hase – S
outh S

taffordshire – S
tafford – 

N
ew

castle-under-L
ym

e – S
taffordshire M

oorlands – E
ast S

taffordshire
8

1４0,775
３３9.1 

S
uffolk

757,000
３,798

Ipsw
ich – B

abergh – E
ast S

uffolk – M
id S

uffolk – W
est S

uffolk
5

151,４00
759.６ 

S
urrey

1,185,３00
1,６６３

S
pelthorne – R

unnym
ede – S

urrey H
eath – W

oking – E
lm

bridge – G
uildford – 

W
averley – M

ole V
alley – E

psom
 and E

w
ell – R

eigate and B
anstead – T

andridge
11

107,755
151.2 

W
arw

ickshire
5６４,６00

1,975
N

orth W
arw

ickshire – N
uneaton and B

edw
orth – R

ugby – S
tratford-on-A

von – W
arw

ick
5

112,920
３95.0 

W
est S

ussex
852,４00

1,991
W

orthing – A
run – C

hichester – H
orsham

 – C
raw

ley – M
id S

ussex – A
dur

7
121,771

28４.４ 
W

orcestershire
588,４00

1,7４1
W

orcester – M
alvern H

ills – W
yre F

orest – B
rom

sgrove – R
edditch – W

ychavon
６

98,0６7
290.2 

合
　

　
　

　
計

27,072,200
90,４78

192
平

　
　

　
　

均
1,0４1,2３8

３,４79.9
7.３8

1４1,001
４71.2 

註
　

 表
は

“L
ocal governm

ent structure and elections - G
O

V
.U

K
”（

w
w

w
.gov.uk/guidance/locai-governm

ent-structure-and-elections）
と

“L
ocal governm

ent 
structure - politics.co.uk ”（

w
w

w
.politics.co.uk）

を
中

心
に

、
各

C
ounty

と
D

istrictの
H

P
を

参
照

し
整

理
し

て
作

成
し

た
。

（
七
七
三
）
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二
〇

表
７　
ロ
ン
ド
ン
・
バ
ラ
（
３２）

と
シ
テ
ィ
・
オ
ブ
・
ロ
ン
ド
ン
の
人
口
（
２0１７.6.３0.）

と
面
積

呼
　

　
　

称
位

置
人

　
口

順
位

面
積

（
㎢

）
順

位

B
arking and D

agenham
O

uter
210,711

2６
３６.09 

20

B
arnet

O
uter

３87,80３
1

8６.7４ 
5

B
exley

O
uter

2４６,12４
2３

６0.5６ 
7

B
rent

O
uter

３29,102
7

４３.2４ 
15

B
rom

ley
O

uter
３29,３91

６
150.15 

1

C
am

den
Inner

25３,３６1
21

21.80 
2６

C
ity of W

estm
inster

Inner
2４４,79６

2４
21.４8 

27

C
roydon

O
uter

３8４,8３7
2

87.00 
４

E
aling

O
uter

３４2,7３６
４

55.5３ 
11

E
nfield

O
uter

３３2,705
5

82.20 
６

G
reenw

ich
Inner

282,8４9
15

４7.３5 
1３

H
ackney

O
uter

275,929
1６

19.0６ 
29

H
am

m
ersm

ith and F
ulham

Inner
182,998

３0
1６.４0 

３0

H
aringey

O
uter

271,22４
18

29.59 
2３

H
arrow

O
uter

2４8,880
22

50.４7 
12

H
avering

O
uter

25６,0３9
20

112.27 
３

H
illingdon

O
uter

３02,３４３
12

115.70 
2

C
ity of L

ondon
7,６5４

2.90 
❶

呼
　

　
　

称
位

置
人

　
口

順
位

面
積

（
㎢

）
順

位

H
ounslow

O
uter

2６9,100
19

55.98 
10

Islington
Inner

2３5,000
25

1４.8６ 
３1

K
ensington and C

helsea
Inner

155,7４1
３2

12.1３ 
３2

K
ingston upon T

ham
es

O
uter

17４,６09
３1

３7.25 
18

L
am

beth
Inner

３2４,0４8
8

2６.82 
25

L
ew

isham
Inner

３01,３07
1４

３5.15 
21

M
erton

O
uter

20６,052
27

３7.６1 
17

N
ew

ham
O

uter
３４7,99６

３
３６.22 

19

R
edbridge

O
uter

３01,785
1３

5６.４1 
9

R
ichm

ond upon T
ham

es
O

uter
195,６80

29
57.４1 

8

S
outhw

ark
Inner

３1４,2３2
10

28.85 
2４

S
utton

O
uter

20３,2４３
28

４３.85 
1４

T
ow

er H
am

lets
Inner

３07,9６４
11

19.77 
28

W
altham

 F
orest

O
uter

275,505
17

３8.82 
1６

W
andsw

orth
Inner

３2３,257
9

３４.2６ 
22

合
　

　
計

8,817,３４7
1４55.３2 

平
　

　
均

275,5４2
４5.４8 

G
reater L

ondon
8,825,001

1４58.22 

註
：

 表
は

G
reater L

ondon（
U

nited K
ingdom

）
:B

oroughs - P
opulation S

tatistics, C
harts and M

ap（
w

w
w

.citypopulation.de/php/uk-
greaterlondon.php

と
各

バ
ラ

の
Ｈ

Ｐ
を

参
照

し
て

作
成

し
た

。

（
七
七
四
）



日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
冷
戦
終
焉
期
以
降
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史
と
日
本
の
今
後
（
山
田
）

二
一

八
リ
ー
ジ
ョ
ン
内
に
創
設
さ
れ
た
九
の
合
同
行
政
機
構
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
前
触
れ
と
な
っ
た
も
の
が
労
働
党
政
権
時
代
に

提
案
さ
れ
た
一
三
の
サ
ブ
・
リ
ー
ジ
ョ
ン
案
で
あ
っ
た
。
労
働
党
政
権
の
提
案
は
実
現
し
な
か
っ
た
が
、
そ
の
一
部
は
二
〇
一
〇
年
地
域

主
義
法
を
ベ
ー
ス
に
設
立
さ
れ
た
九
の
合
同
行
政
機
構
と
な
っ
た
。
そ
の
中
の
六
つ
の
合
同
行
政
機
構
は
表
５
の
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
・
カ

ウ
ン
テ
ィ
を
ベ
ー
ス
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
最
初
に
設
置
さ
れ
た
も
の
が
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
、
サ
ル
フ
ォ
ー
ド
、
ボ
ル
ト
ン
、

バ
リ
ー
、
オ
ー
ル
ダ
ム
、
ロ
ッ
チ
デ
ー
ル
、
ス
ト
ッ
ク
ポ
ー
ト
、
テ
ー
ム
サ
イ
ド
、
ト
ラ
フ
ォ
ー
ド
、
ウ
ィ
ガ
ン
の
一
〇
の
デ
ィ
ス
ト
リ

ク
ト
で
二
〇
一
一
年
に
設
置
さ
れ
た
グ
レ
ー
タ
ー
・
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
合
同
行
政
機
構
で
あ
る
（
29
）

。

次
い
で
二
〇
一
四
年
に
設
置
さ
れ
た
も
の
が
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
・
シ
テ
ィ
・
リ
ー
ジ
ョ
ン
合
同
行
政
機
構
、
ノ
ー
ス
イ
ー
ス
ト
合
同
行

政
機
構
、
リ
バ
プ
ー
ル
・
シ
テ
ィ
・
リ
ー
ジ
ョ
ン
合
同
行
政
機
構
、
ウ
ェ
ス
ト
・
ヨ
ー
ク
シ
ャ
ー
合
同
行
政
機
構
の
四
つ
で
あ
る
。
こ
の

中
で
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
・
シ
テ
ィ
・
リ
ー
ジ
ョ
ン
合
同
行
政
機
構
と
ウ
ェ
ス
ト
・
ヨ
ー
ク
シ
ャ
ー
合
同
行
政
機
構
は
カ
ウ
ン
テ
ィ
内
の

デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
だ
け
で
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、
ノ
ー
ス
イ
ー
ス
ト
合
同
行
政
機
構
に
は
ユ
ニ
タ
リ
ー
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
の
ダ
ラ
ム
が
加

盟
し
て
お
り
、
リ
バ
プ
ー
ル
・
シ
テ
ィ
・
リ
ー
ジ
ョ
ン
合
同
行
政
機
構
に
は
ユ
ニ
タ
リ
ー
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
の
ハ
ル
ト
ン
が
加
盟
し
て
い

る
。二

〇
一
六
年
設
置
さ
れ
た
テ
ィ
ー
ズ
・
バ
レ
ー
合
同
行
政
機
構
は
五
つ
の
ユ
ニ
タ
リ
ー
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
で
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

ウ
ェ
ス
ト
・
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ズ
合
同
行
政
機
構
は
カ
ウ
ン
テ
ィ
内
の
七
つ
の
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
を
構
成
自
治
体
、
四
つ
の
ノ
ン
・
カ
ウ
ン

テ
ィ
・
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
と
一
つ
の
ユ
ニ
タ
リ
ー
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
を
準
構
成
自
治
体
と
し
て
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
二
〇
一
七
年

に
は
ウ
ェ
ス
ト
・
オ
ブ
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
合
同
行
政
機
構
が
三
つ
の
ユ
ニ
タ
リ
ー
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
で
設
置
さ
れ
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ

シ
ャ
ー
・
ア
ン
ド
・
ピ
ー
タ
ー
パ
ラ
合
同
行
政
機
構
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
シ
ャ
ー
と
そ
の
内
部
に
あ
る
六
都
市
で
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
七
七
五
）
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二
二

こ
れ
ら
の
合
同
行
政
機
構
は
日
本
の
定
住
自
立
圏
や
連
携
中
枢
都
市
圏
に
類
似
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
出
来
る
（
３0
）

。

四
　
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
相
違
点

日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
地
方
自
治
制
度
の
最
大
の
相
違
点
は
、
日
本
が
二
層
制
を
と
る
も
の
の
、
基
礎
自
治
体
に
関
し
て
は
最
大
人
口
の

横
浜
市
（
約
三
七
三
万
人
）
か
ら
、
最
小
人
口
の
青
ヶ
島
村
（
一
六
六
人
）
ま
で
の
一
七
四
一
市
区
町
村
を
原
則
と
し
て
完
全
自
治
体
（
市

町
村
と
し
て
は
対
等
）
と
考
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
原
則
一
層
制
の
地
方
自
治
体
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
大
半
を
占
め
る
例

外
的
な
二
層
制
の
地
方
自
治
体
が
混
在
し
て
は
い
る
が
、
人
口
を
見
た
場
合
に
日
本
ほ
ど
の
相
違
は
な
い
。
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
で
は
完
全

自
治
体
（
基
礎
自
治
体
）
の
下
に
準
自
治
体
と
し
て
パ
リ
ッ
シ
ュ
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
お
か
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
福
祉
国

家
と
し
て
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
担
当
す
る
基
礎
自
治
体
と
、
住
民
の
日
常
生
活
に
関
す
る
公
共
的
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
パ
リ
ッ
シ
ュ

や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い
っ
た
準
自
治
体
に
、
地
方
公
共
団
体
（
地
方
自
治
体
）
を
明
確
に
区
分
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

住
民
基
本
台
帳
統
計
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
市
区
の
中
で
最
も
人
口
が
多
い
の
は
横
浜
市
の
三
七
三
万
七
八
四
五
人
、
次
い
で
大
阪
市
の

二
七
〇
万
二
四
三
二
人
、
名
古
屋
市
の
二
二
八
万
八
二
四
〇
人
と
な
っ
て
い
る
。
人
口
一
〇
〇
万
人
以
上
の
市
は
一
一
市
で
、
横
浜
市
、

大
阪
市
、
名
古
屋
市
、
札
幌
市
、
神
戸
市
、
福
岡
市
、
川
崎
市
、
京
都
市
、
さ
い
た
ま
市
、
広
島
市
お
よ
び
仙
台
市
と
な
っ
て
い
る
。
逆

に
人
口
二
万
人
未
満
の
市
は
二
四
市
で
、
人
口
の
少
な
い
方
か
ら
北
海
道
歌
志
内
市
の
三
〇
四
八
人
、
北
海
道
夕
張
市
の
八
三
六
二
人
、

北
海
道
三
笠
市
の
八
七
八
四
人
の
順
と
な
っ
て
い
る
。
逆
に
人
口
五
万
人
超
の
町
村
は
三
町
で
、
広
島
県
府
中
町
の
五
万
二
〇
八
一
人
、

愛
知
県
東
浦
町
の
五
万
四
〇
三
人
、
福
岡
県
那
珂
川
町
の
五
万
三
四
一
人
で
あ
る
。
ま
た
人
口
五
〇
〇
人
未
満
の
町
村
は
一
〇
村
で
、
人

口
の
少
な
い
方
か
ら
東
京
都
青
ヶ
島
村
の
一
六
六
人
、
東
京
都
御
蔵
島
村
の
三
二
〇
人
、
東
京
都
利
島
村
の
三
二
一
人
と
な
っ
て
い
る
。

（
七
七
六
）



日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
冷
戦
終
焉
期
以
降
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史
と
日
本
の
今
後
（
山
田
）

二
三

人
口
最
少
か
ら
三
番
目
ま
で
の
村
は
い
ず
れ
も
東
京
都
の
島
嶼
部
に
位
置
す
る
村
で
あ
る
（
３1
）

。

こ
れ
に
対
し
て
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ユ
ニ
タ
リ
ー
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
で
は
表
４
の
よ
う
に
、
島
嶼
部
の
人
口

二
三
〇
〇
人
の
シ
リ
ー
諸
島
を
除
く
と
、
コ
ー
ン
ウ
ォ
ー
ル
の
五
六
万
人
強
が
最
多
人
口
で
、
ル
ー
ト
ラ
ン
ド
の
四
万
人
弱
が
最
少
人
口

と
な
っ
て
い
る
。
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
・
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
で
は
表
５
の
よ
う
に
、
六
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
・
カ
ウ
ン
テ
ィ
で
は
平
均
値
で
は

あ
る
が
、
ウ
ェ
ス
ト
・
ヨ
ー
ク
シ
ャ
ー
の
四
六
万
人
強
が
最
多
人
口
で
、
タ
イ
ニ
ー
・
ア
ン
ド
・
ウ
ェ
ア
ー
の
二
二
万
人
強
が
最
少
人
口

で
あ
り
、
全
体
平
均
は
三
〇
万
人
強
と
な
っ
て
い
る
。
ノ
ン
・
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
・
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
で
も
表
６
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
も

平
均
値
で
あ
る
が
、
サ
ム
レ
ス
ト
の
三
二
万
人
強
が
最
多
人
口
で
、
カ
ン
ブ
リ
ア
の
八
万
人
強
が
最
少
人
口
で
あ
り
、
全
体
平
均
は
一
四

万
人
強
と
な
っ
て
い
る
。
ロ
ン
ド
ン
・
バ
ラ
で
は
表
５
の
よ
う
に
バ
ー
ネ
ッ
ト
の
約
三
九
万
人
が
最
多
人
口
で
あ
り
、
ケ
ン
ジ
ン
ト
ン
・

ア
ン
ド
・
チ
ェ
ル
シ
ー
の
約
一
五
万
人
が
最
少
人
口
と
な
っ
て
お
り
、
平
均
人
口
は
一
五
万
人
弱
で
あ
る
。
な
お
シ
テ
ィ
・
オ
ブ
・
ロ
ン

ド
ン
の
人
口
は
七
六
五
四
人
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
人
口
二
三
〇
〇
人
の
シ
リ
ー
諸
島
や
人
口
七
六
五
四
人
の
シ
テ
ィ
・
オ
ブ
・
ロ
ン
ド
ン
を
例
外
と

す
る
と
、
残
り
の
地
域
で
は
、
最
多
人
口
が
五
六
万
人
強
の
コ
ー
ン
ウ
ォ
ー
ル
で
、
最
少
人
口
が
四
万
人
弱
の
ル
ー
ト
ラ
ン
ド
と
な
っ
て

お
り
、
全
体
の
平
均
人
口
は
一
九
万
人
強
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
表
８
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
ユ
ニ
タ
リ
ィ
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
で

は
グ
ラ
ス
ゴ
ー
・
シ
テ
ィ
の
六
二
万
人
強
が
最
多
人
口
で
、
オ
ー
ク
ニ
ー
・
諸
島
の
二
万
二
千
人
強
が
最
少
人
口
で
あ
り
、
全
体
平
均
は

一
七
万
人
弱
と
な
っ
て
い
る
。
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
ユ
ニ
タ
リ
ィ
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
で
は
表
９
の
よ
う
に
、
カ
ー
デ
ィ
フ
・
カ
ウ
ン
シ
ル
の

三
六
万
人
強
が
最
多
人
口
で
、
マ
ー
シ
ィ
・
タ
イ
デ
ィ
フ
ィ
ル
・
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
バ
ラ
の
六
万
人
が
最
少
人
口
で
あ
り
、
全
体
平
均
は

一
四
万
人
弱
と
な
っ
て
い
る
。
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
ユ
ニ
タ
リ
ィ
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
で
は
、
表
10
の
よ
う
に
ベ
ル
フ
ァ
ス
ト
の
三
四
万
人

（
七
七
七
）
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二
四

強
が
最
多
人
口
で
、
フ
ェ
ル
マ
ナ
グ
・
ア
ン
ド
・
オ
ー
マ
グ
の
一
一
万

人
強
が
最
少
人
口
で
あ
り
、
全
体
平
均
は
一
七
万
人
強
と
な
っ
て
い
る
。

イ
ギ
リ
ス
全
体
で
い
え
ば
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
グ
ラ
ス
ゴ
ー
・
シ

テ
ィ
が
最
多
人
口
で
あ
り
、
シ
リ
ー
諸
島
と
シ
テ
ィ
を
例
外
と
す
る
と
、

や
は
り
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
オ
ー
ク
ニ
ー
諸
島
が
最
少
人
口
と
な
っ
て

い
る
の
で
あ
り
、
全
体
で
の
平
均
人
口
は
表
11
に
あ
る
全
リ
ー
ジ
ョ
ン

の
合
計
人
口
に
よ
れ
ば
一
六
万
五
六
七
六
人
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
島
嶼
部
や
辺
境
地
を
除
く
と
平
均
人
口
二
〇

万
人
程
度
が
基
礎
自
治
体
の
標
準
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
日
本
の

現
在
の
中
核
市
程
度
が
一
般
的
な
基
礎
自
治
体
と
な
っ
て
い
る
と
い
え

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
イ
ギ
リ
ス
で
は
福
祉
国
家
に
対
応
す
る
大
規
模

基
礎
自
治
体
と
、
住
民
の
日
常
生
活
を
中
心
に
し
た
、
い
わ
ゆ
る
暮
ら

し
の
場
で
あ
る
パ
リ
ッ
シ
ュ
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
地
方
行
政
組
織
は
分

け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

グ
レ
ー
タ
ー
・
ロ
ン
ド
ン
（
Ｇ
Ｌ
）
と
東
京
都
区
部
を
比
較
す
る
と
、

Ｇ
Ｌ
の
人
口
は
八
八
三
万
二
六
五
五
人
で
、
前
述
の
よ
う
に
、
人
口
約

三
九
万
人
バ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
人
口
約
一
五
万
人
の
ケ
ン
ジ
ン
ト
ン
・
ア

表 ８　スコットランドのユニタリー・オーソリティ（UA：３２）

ＵＡ名 人口
（2017） 順位 面積

（㎢） 順位

Aberdeen City 228,800 8 182 25

Aberdeenshire 2６1,800 ６ ６,３17 ４

Angus 11６,３00 17 2,18４ 10

Argyll and Bute 8６,800 27 7,02３ 2

Clackmannanshire 51,500 29 158 ３1

Dumfries and Galloway 1４9,200 1３ ６,４４６ ３

Dundee City 1４8,700 1４ 55 ３2

East Ayrshire 121,900 1６ 1,275 1４

East Dunbartonshire 108,100 20 17６ 2６

East Lothian 10４,800 21 ６６６ 18

East Renfrewshire 9４,800 2３ 1６8 29

City of Edinburgh 51３,200 2 2６0 2４

Na h-Eileanan Siar 27,000 ３0 ３,070 7

Falkirk 1６0,100 10 29３ 22

Fife ３71,４00 ３ 1,３４0 1３

Glasgow City ６21,000 1 175 28

Highland 2３5,200 7 ３0,６59 1

UA 名 人口
（2017） 順位 面積

（㎢） 順位

Inverclyde 78,800 28 1６7 ３0

Midlothian 90,100 25 ３50 21

Moray 95,800 22 2,2３7 9

North Ayrshire 1３5,800 15 888 17

North Lanarkshire ３４0,000 ４ ４7６ 19

Orkney Islands 22,000 ３2 1,025 1６

Perth and Kinross 151,100 12 5,３95 5

Renfrewshire 17６,800 10 2６３ 2３

Scottish Borders 115,000 18 ４,727 ６

Shetland Islands 2３,100 ３1 1,４71 12

South Ayrshire 112,700 19 1,2３0 15

South Lanarkshire ３18,200 5 1,778 11

Stirling 9４,000 2４ 2,2４３ 8

West Dunbartonshire 89,６00 2６ 17６ 2６

West Lothian 181,３00 9 ４27 20

合　　計 5,４2４,900 78,759

平　　均 1６9,528 2,４６1

註： 表は Local government in England: structures - Parliament UK（https://researchbriefings.files.parliament.uk/
documents/SN0710４/SN0710４.p）に各ユニタリー・オーソリティのＨＰを参照して整理した。

（
七
七
八
）



日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
冷
戦
終
焉
期
以
降
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史
と
日
本
の
今
後
（
山
田
）

二
五

ン
ド
・
チ
ェ
ル
シ
ー
ま
で
三
二
の
バ
ラ
が
点
在
し
、
そ
の
中
心
部
に
は
人
口
七
六
五
四
人
の
シ
テ
ィ
・
オ
ブ
・
ロ
ン
ド
ン
が
位
置
し
て
い

る
の
で
あ
り
、
そ
の
平
均
人
口
は
約
一
五
万
人
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
東
京
都
区
部
は
、
人
口
は
九
四
八
万
二
一
二
五
人
で
Ｇ
Ｌ
の

一
・
〇
七
倍
と
な
っ
て
お
り
、
人
口
九
二
万
一
七
〇
八
人
の
世
田
谷
区
か
ら
六
万
一
四
二
〇
人
の
千
代
田
区
ま
で
の
二
三
区
が
存
在
し
て

い
る
が
、
人
口
が
十
万
人
未
満
な
の
は
千
代
田
区
の
み
で
あ
る
。
下
位
第
二
位
の
中
央
区
の
人
口
は
一
五
万
七
四
八
四
人
で
あ
り
、
人
口

十
万
人
台
も
中
央
区
の
み
で
あ
る
。
二
三
区
の
平
均
人
口
は
四
一
万
二
二
六
六
人
で
あ
り
、
Ｇ
Ｌ
の
バ
ラ
の
平
均
人
口
の
約
二
・
七
倍
と

な
っ
て
い
る
（
３2
）

。
そ
れ
で
も
全
人
口
規
模
は
ほ
ぼ
似
か
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
中
心
部
が
ド
ー
ナ
ツ
化
し
て
い
る
こ
と
に
も
類
似
性
が
認

表
9　
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
ユ
ニ
タ
リ
ー
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
（
単
一
自
治
体
２２）

の
人
口
と
面
積

ユ
ニ

タ
リ

ー
・

オ
ー

ソ
リ

テ
ィ

名
人

　
口

順
位

面
積

順
位

B
laenau G

w
ent C

ounty B
orough C

ouncil
６9,６00

21
109

22
B

ridgend C
ounty B

orough C
ouncil

1４４,３00
8

2４６
17

C
aerphilly C

ounty B
orough C

ouncil
18,800

5
278

1６
C

ardiff C
ouncil 

３６2,800
1

1４0
19

C
arm

arthenshire C
ounty C

ouncil 
18６,500

４
2３70

３
C

eredigion C
ounty C

ouncil 
7３,100

19
1795

４
C

onw
y C

ounty B
orough C

ouncil
11６,900

15
11３0

６
D

enbighshire C
ounty C

ouncil
95,200

1６
8４４

8
F

lintshire C
ounty C

ouncil 
155,200

６
４３8

12
G

w
ynedd C

ouncil 
12３,700

1４
25３5

2
Isle of A

nglesey C
ounty C

ouncil
６9,800

20
71４

9
M

erthyr T
ydfil C

ounty B
orough C

ouncil 
６0,000

22
111

21

ユ
ニ

タ
リ

ー
・

オ
ー

ソ
リ

テ
ィ

名
人

　
口

順
位

面
積

順
位

M
onm

outhshire C
ounty C

ouncil
9３,６00

17
850

7
N

eath P
ort T

albot C
ounty B

orough C
ouncil

1４2,100
9

４４2
11

N
ew

port C
ity C

ouncil
151,500

7
190

18
P

em
brokeshire C

ounty C
ouncil

12４,700
1３

1590
5

P
ow

ys C
ounty C

ouncil
1３2,500

11
5180

1
R

hondda C
ynon T

af C
ounty B

orough C
ouncil

2３9,100
３

４2４
1３

C
ity and C

ounty of S
w

ansea
125,500

2
３78

1４
T

he V
ale of G

lam
organ C

ounty B
orough C

ouncil 
1３0,700

12
３３5

15
T

orfaen C
ounty B

orough C
ouncil

92,３00
18

12６
20

W
rexham

 C
ounty B

orough C
ouncil 

1３5,６00
10

４98
10

合
　

　
　

　
　

　
計

３,005,500
2072３

平
　

　
　

　
　

　
均

1３６,６1４
9４2

註
：

 表
は

L
ocal governm

ent in E
ngland: structures - P

arliam
ent U

K
（

https://researchbriefings.files.parliam
ent.uk/docum

ents/S
N

0710４/S
N

0710４.pdf）
と

L
aw

 
W

ales - L
ocal governm

ent bodies in W
ales（

https://law
.gov.w

ales/constitution-governm
ent/governm

ent-in-w
ales/local-gov/local-gov-bodies-w

ales）
と

L
ocal 

governm
ent in W

ales - W
ikipedia（

en.w
ikipedia.org/w

iki/L
ocal_governm

ent_in_W
ales）

を
参

照
し

て
整

理
し

た
。

（
七
七
九
）
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六

表 １0　北アイルランドのディストリクト（１１）
ディストリクト名 人　口 順位 面積（㎢） 順位

Antrim and Newtownabbey 1４1,700 9 572 8

Ards and North Down 1６0,100 ４ ４６1 10

Armagh City, Banbridge and Craigavon 211,900 2 1,３３7 5

Belfast ３４0,200 1 1３2 11

Causeway Coast and Glens 1４３,900 7 1,980 2

Derry and Strabane 150,500 5 1,2３8 ６

Fermanagh and Omagh 11６,３00 11 2,857 1

Lisburn and Castlereagh 1４2,６00 8 505 9

Mid and East Antrim 1３8,200 10 1,0４６ 7

Mid Ulster 1４６,４00 ６ 1,827 ３

Newry, Mourne and Down 179,000 ３ 1,６３３ ４

合　　　　　　計 1,870,800 1３,588

平　　　　　　均 170,07３ 1,2３5

註： 表は Local government in England: structures - Parliament UK（https:　
//researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN0710４/SN0710４.p）
に各ディストリクトのＨＰを参照し整理した。

表 １１　英国の基礎自治体の実態

基　礎　自　治　体　名 数 総 人 口 総面積
（㎢） 平均人口 平均面積

（㎢）

イ
ン
グ
ラ
ン
ド

ユニタリー・オーソリティ 5６ 12,６４1,920 ３３529.9４ 225,7４9 598.75 

メトロポリタン・ディストリクト ３６ 11,9４2,800 ６92４.00 ３07,50３ ４05.80 

ノン・メトロポリタン・ディストリクト 192 27,072,200 90４78.00 1４1,001 ４71.20 

ロンドン・バラ ３2 8,817,３４7 1４55.３2 275,5４2 ４5.４8 

シティ・オブ・ロンドン 1 7,６5４ 2.09 7,６5４ 2.09 

スコットランドのユニタリー・オーソリティ ３2 5,４2４,900 78759.00 1６9,528 2４６1.22 

ウェールズのユニタリー・オーソリティ 22 2,979,900 20777.00 1３5,４50 9４４.４0 

北アイルランドのディストリクト 11 1,870,800 1３588.00 170,07３ 12３5.27 

合　　　　　計 ３82 70,757,521 2４551３.３5 註（総人口は各自治
体の数字を加算した
もの：一割程多い）平　　　　　均 185,229 ６４2.71 

リージョンの人口計（表 2）（2） 人口 ６３,288,055 平均人口 1６5,7６7

註 1： イングランドの基礎自治体の数については表 1 に示した資料に準拠した。それゆえノン・メ
トロポリタン・ディストリクトの数が『地方自治（概要版）』2017 年 10 頁の 201 ではなく
192 とした。

註 2： イングランドの総人口を表 2 の ６３,288,055 人とすると基礎自治体の平均人口は 1６5,６7６ 人と
なる。こうした人口数の相違は各資料の人口の相違から生じたものであり、ここで外務省の
数字を参照した。

（
七
八
〇
）



日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
冷
戦
終
焉
期
以
降
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史
と
日
本
の
今
後
（
山
田
）

二
七

め
ら
れ
る
。
ほ
ぼ
人
口
規
模
で
は
類
似
し
た
首
都
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
Ｇ
Ｌ
内
部
に
も
二
〇
〇
七
年
地
方
自
治
法
で
パ
リ
ッ
シ
ュ
の
設
置
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
シ
テ
ィ
・
オ
ブ
・
ウ
ェ
ス
ト
ミ

ン
ス
タ
ー
・
バ
ラ
の
ク
イ
ー
ン
ズ
・
パ
ー
ク
地
域
に
お
い
て
、
二
〇
一
二
年
五
月
に
住
民
投
票
が
実
施
さ
れ
賛
成
多
数
と
な
っ
た
こ
と
か

ら
、
六
月
に
バ
ラ
・
カ
ウ
ン
シ
ル
に
お
い
て
パ
リ
ッ
シ
ュ
・
カ
ウ
ン
シ
ル
の
設
置
が
承
認
さ
れ
た
。
こ
れ
を
う
け
て
二
〇
一
四
年
五
月
に

は
パ
リ
ッ
シ
ュ
・
カ
ウ
ン
シ
ル
議
員
の
選
挙
が
行
わ
れ
、
ロ
ン
ド
ン
最
初
の
パ
リ
ッ
シ
ュ
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
（
３３
）

。
東
京
都
区
部
に
お
い

て
も
、
こ
う
し
た
身
近
な
地
域
住
民
組
織
設
置
の
必
要
性
の
有
無
が
議
論
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

五
　
日
本
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
今
後
の
方
向
性

日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
地
方
自
治
制
度
の
大
き
な
相
違
点
は
、
明
確
な
準
自
治
体
（
パ
リ
ッ
シ
ュ
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
類
似
す
る
も
の
）
の
存

在
の
有
無
で
あ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
パ
リ
ッ
シ
ュ
は
二
〇
一
五
年
一
二
月
三
一
日
現
在
一
万
四
四
九
存
在
し
、
カ
ウ
ン
シ
ル
（
議
会
に

相
当
）
を
お
い
て
い
な
い
も
の
は
二
〇
〇
に
す
ぎ
な
い
。
ウ
ェ
ー
ル
ズ
に
は
八
七
〇
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
存
在
し
、
カ
ウ
ン
シ
ル
を
お
い

て
い
な
い
も
の
は
一
四
〇
で
あ
る
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
は
約
一
二
〇
〇
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
存
在
し
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
を
お
い
て
い
な
い

も
の
は
約
二
〇
〇
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
除
く
地
域
に
は
約
一
万
二
五
一
九
の
パ
リ
ッ
シ
ュ
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

が
存
在
し
、
そ
の
九
五
％
強
に
は
カ
ウ
ン
シ
ル
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
残
り
は
住
民
総
会
に
よ
る
意
思
決
定
に
基
づ
い
て
行
政

サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
３４
）

。

現
在
日
本
に
も
、
市
町
村
の
下
部
的
組
織
と
し
て
二
二
六
の
地
域
自
治
組
織
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
内
訳
は
、
地
域
審
議
会
が
二
九

団
体
に
七
九
審
議
会
、
地
域
自
治
区
（
一
般
制
度
）
が
一
三
団
体
に
一
二
八
自
治
区
、
地
域
自
治
区
（
合
併
特
例
）
が
一
〇
団
体
に
一
九
自

（
七
八
一
）
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六
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〇
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）

二
八

治
区
が
配
置
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
合
併
自
治
区
は
現
在
で
は
消
滅
し
て
い
る
。
そ
れ
も
直
前
の
数
と
比
べ
る
と
、
二
四
三
の
地
域

自
治
組
織
が
一
七
組
織
減
の
二
二
六
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
内
訳
と
し
て
は
地
域
審
議
会
が
一
団
体
・
二
審
議
会
、
地
域
自
治
区

（
一
般
制
度
）
が
一
団
体
・
一
三
自
治
区
、
地
域
自
治
区
（
合
併
特
例
）
が
一
団
体
・
二
自
治
区
減
少
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
七
四
一
市

区
町
村
で
考
え
た
場
合
、
地
域
自
治
組
織
は
わ
ず
か
三
％
の
市
区
町
村
に
存
在
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
平
成
一
一
年
の
平
成

の
大
合
併
の
開
始
時
か
ら
平
成
三
〇
年
度
末
ま
で
の
市
町
村
合
併
数
は
六
四
九
件
で
あ
り
、
こ
う
し
た
合
併
市
町
村
で
み
て
も
、

八
・
五
％
弱
に
し
か
地
域
自
治
組
織
は
設
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
（
３5
）

。

地
域
生
活
密
着
型
の
組
織
と
し
て
は
日
本
に
は
町
内
会
、
自
治
会
、
地
区
会
に
代
表
さ
れ
る
地
縁
団
体
が
あ
る
。
総
務
省
は
こ
の
地
縁

に
よ
る
団
体
を
「
町
又
は
字
の
区
域
そ
の
他
市
町
村
内
の
一
定
の
区
域
に
住
所
を
有
す
る
者
の
地
縁
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
た
団
体
」
と

し
て
い
る
。
地
縁
団
体
の
総
数
は
平
成
二
五
年
四
月
一
日
現
在
で
二
九
万
八
七
〇
〇
団
体
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
の
認
可
地
縁
団
体
は
、

法
律
上
の
権
利
義
務
の
主
体
と
な
り
、
認
可
地
縁
団
体
は
法
人
格
を
有
し
、
土
地
、
集
会
施
設
等
の
不
動
産
の
団
体
名
義
で
の
登
記
が
可

能
で
あ
り
、
団
体
の
活
動
に
資
す
る
財
産
を
団
体
名
義
で
所
有
、
借
用
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
現
在
そ
の
数
は
四
万
四
〇
〇
八
団
体
（
全

国
の
市
町
村
の
約
八
三
％
に
所
在
）
で
あ
る
（
３６
）

。
仮
に
こ
の
地
縁
団
体
が
日
本
の
全
地
方
自
治
体
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
平
均

人
口
は
四
二
八
人
と
な
る
。
こ
の
数
字
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
パ
リ
ッ
シ
ュ
が
最
初
に
標
準
と
考
え
た
人
口
（
五
〇
〇
人
程
度
）
と
類
似
し

て
い
る
が
、
現
在
の
パ
リ
ッ
シ
ュ
は
表
３
の
よ
う
に
平
均
人
口
一
五
〇
〇
人
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
と
比
較
し
て
も
日
常
生
活
圏
と
し
て
は

狭
い
と
わ
ざ
る
を
え
な
い
（
３7
）

。

日
本
で
は
少
子
高
齢
社
会
の
到
来
に
よ
り
消
滅
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
集
落
（
限
界
集
落
）
が
増
加
し
て
き
た
。
そ
う
し
た
問
題
に
対

応
す
る
た
め
に
創
設
さ
れ
て
き
て
い
る
も
の
の
一
つ
が
「
小
さ
な
拠
点
」
や
「
地
域
運
営
組
織
」
で
あ
る
。
地
域
運
営
組
織
の
組
織
形
態

（
七
八
二
）



日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
冷
戦
終
焉
期
以
降
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史
と
日
本
の
今
後
（
山
田
）

二
九

を
総
務
省
は
、「
地
域
の
暮
ら
し
を
守
る
た
め
、
地
域
で
暮
ら
す
人
々
が
中
心
と
な
っ
て
形
成
さ
れ
、
地
域
内
の
様
々
な
関
係
主
体
が
參

加
す
る
協
議
組
織
が
定
め
た
地
域
経
営
の
指
針
に
基
づ
き
、
地
域
課
題
の
解
決
に
向
け
た
取
組
を
持
続
的
に
実
践
す
る
組
織
」
で
あ
り
、

地
域
運
営
組
織
の
組
織
形
態
と
し
て
は
、
協
議
機
能
と
実
行
機
能
を
同
一
の
組
織
が
併
せ
持
つ
も
の
（
一
体
型
）
や
、
協
議
機
能
を
持
つ

組
織
か
ら
実
行
機
能
を
切
り
離
し
て
別
組
織
を
形
成
し
つ
つ
、
相
互
に
連
携
し
て
い
る
も
の
（
分
離
型
）
な
ど
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て

様
々
な
も
の
が
あ
る
」
と
説
明
し
て
い
る
（
３8
）

。

地
域
運
営
組
織
の
組
織
形
態
を
見
る
と
、「
任
意
団
体
（
自
治
会•

町
内
会
（
そ
の
連
合
組
織
） 

を
除
く
）」（
六
一
％
）
が
最
も
多
く
な
っ
て

お
り
、「
自
治
会•

町
内
会
の
連
合
組
織
（
法
人
格
を
持
た
な
い
も
の
。）」（
一
〇
％
）、「
自
治
会•

町
内
会
（
法
人
格
を
持
た
な
い
も
の
。
連
合

組
織
を
除
く
。）」（
五
％
）
を
加
え
る
と
、
七
六
％
が
法
人
格
を
持
た
な
い
任
意
団
体
と
な
っ
て
い
る
。
法
人
格
を
有
し
て
い
る
組
織
形
態

の
中
で
は
、「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
」（
一
〇
％
）
が
最
も
多
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
活
動
実
績
を
み
る
と
、
活
動
範
囲
は
主
に
「
小
学
校
区
（
旧

小
学
校
区
）」（
概
ね
昭
和
の
大
合
併
で
消
滅
し
た
旧
村
エ
リ
ア
）
と
な
っ
て
お
り
、
全
国
の
六
七
五
市
町
村
に
四
一
七
七
団
体
（
平
成
二
八
年
度

は
全
国
六
〇
九
市
町
村
の
三
〇
七
一
団
体
）
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
現
在
、
一
部
ま
た
は
全
域
に
地
域
運
営
組
織
が
存
在
し
な
い
市
町
村
に

お
い
て
も
、
八
六
・
四
％
の
市
町
村
（
有
効
回
答
一
〇
一
四
市
町
村
の
う
ち
八
七
七
市
町
村
）
が
そ
の
必
要
性
を
認
識
し
て
い
る
と
報
告
さ
れ

て
い
る
（
３9
）

。

地
域
運
営
組
織
の
主
な
活
動
内
容
は
、
高
齢
者
交
流
サ
ー
ビ
ス
、
声
か
け
・
見
守
り
サ
ー
ビ
ス
、
体
験
交
流
事
業
、
公
的
施
設
の
維
持

管
理
な
ど
で
あ
り
、
主
な
収
入
源
は
市
町
村
か
ら
の
補
助
金
、
構
成
員
か
ら
の
会
費
、
公
的
施
設
の
指
定
管
理
料
、
利
用
者
か
ら
の
利
用

料
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
地
域
運
営
組
織
の
活
動
内
容
は
、
総
計
で
み
る
と
、「
高
齢
者
交
流
サ
ー
ビ
ス
」（
五
〇
％
）
が
最
も
多
く
な
っ

て
お
り
、
次
い
で
「
声
か
け•

見
守
り
サ
ー
ビ
ス
」（
三
七
％
）
と
な
っ
て
お
り
、
高
齢
者
等
の
暮
ら
し
を
支
え
る
活
動
が
多
く
な
っ
て
い

（
七
八
三
）
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究

　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

三
〇

る
。
こ
の
ほ
か
、「
体
験
交
流
事
業
」 （
三
四
％
）、「
公
的
施
設
の
維
持
管
理
（
指
定
管
理
な
ど
）」（
二
五
％
）、 「
名
産
品•

特
鹿
品
の
加
工•

販
売
（
直
売
所
の
設
既•

運
営
な
ど
）」（
一
三
％
）
も
一
定
の
回
答
が
あ
る
な
ど
、「
公
」•

「
民
」•

「
共
」
の
領
域
に
跨
が
っ
た
幅
広
い
活

動
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
４0
）

。

小
さ
な
拠
点
で
み
る
と
、
群
馬
県
で
は
二
三
の
拠
点
の
う
ち
二
二
拠
点
は
小
学
校
区
か
旧
小
学
校
区
で
設
定
さ
れ
て
お
り
、
中
学
校
区

は
わ
ず
か
一
拠
点
に
過
ぎ
な
い
（
４1
）

。
徳
島
県
で
は
九
拠
点
の
う
ち
小
学
校
区
や
旧
小
学
校
区
が
三
拠
点
、
中
学
校
区
が
二
拠
点
、
そ
の
他
が

四
拠
点
と
な
っ
て
い
る
。
香
川
県
で
は
五
拠
点
の
う
ち
小
学
校
区
や
旧
小
学
校
区
が
四
拠
点
、
中
学
校
区
が
一
拠
点
と
な
っ
て
い
る
。
愛

媛
県
で
は
四
〇
拠
点
の
す
べ
て
が
小
学
校
区
や
旧
小
学
校
区
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
高
知
県
で
は
四
〇
七
拠
点
の
う
ち
小
学
校
区
や

旧
小
学
校
区
が
三
〇
拠
点
、
中
学
校
区
が
五
拠
点
、
そ
の
他
が
五
拠
点
と
な
っ
て
い
る
（
４2
）

。
こ
の
よ
う
に
小
さ
な
拠
点
や
地
域
自
治
組
織
の

設
立
単
位
は
、
町
内
会
や
他
の
地
縁
団
体
を
統
合
し
た
区
域
が
多
く
、
小
学
校
区
や
旧
小
学
校
区
が
標
準
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
中

学
校
区
や
旧
中
学
校
区
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。

長
崎
県
五
島
市
で
は
、
市
内
に
置
か
れ
た
一
三
の
公
民
館
の
管
轄
区
域
を
「
小
さ
な
拠
点
」
と
し
、
各
拠
点
に
「
○
○
ま
ち
づ
く
り
協

議
会
」
を
設
置
し
、
住
民
の
声
を
反
映
し
た
地
域
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
そ
の
中
の
奥
浦
地
区
は
、
平
成
二
六
年
度
の
国
土
交
通

省
「
小
さ
な
拠
点
づ
く
り
」
モ
ニ
タ
ー
調
査
の
対
象
地
域
に
選
定
さ
れ
た
、
五
島
市
で
は
最
初
の
小
さ
な
拠
点
で
あ
る
。
奥
浦
地
域
に
は

一
四
の
集
落
が
あ
り
、
そ
こ
に
地
縁
団
体
で
あ
る
町
内
会
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
の
集
落
を
統
合
す
る
機
関
と
し
て
公

民
館
の
内
部
に
市
の
出
張
所
を
置
き
、
各
集
落
の
声
を
取
り
ま
と
め
て
い
る
。
奥
浦
地
域
に
は
複
数
の
小
学
校
（
分
校
等
）
が
置
か
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
小
学
校
区
や
旧
小
学
校
区
で
は
な
く
公
民
館
の
管
轄
区
域
を
小
さ
な
拠
点
の
単
位
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

小
さ
な
拠
点
の
活
動
機
関
と
し
て
奥
浦
地
域
で
は
「
お
く
う
ら
夢
の
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
」（
以
下
協
議
会
と
い
う
）
を
設
置
し
、
そ
の

（
七
八
四
）



日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
冷
戦
終
焉
期
以
降
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史
と
日
本
の
今
後
（
山
田
）

三
一

下
部
組
織
と
し
て
「
地
域
振
興
部
会
」、「
防
犯
防
災
部
会
」、「
保
健
福
祉
部
会
」、「
環
境
保
全
部
会
」、「
青
少
年
育
成
部
会
」
を
配
置
し
、

「
ま
ち
づ
く
り
基
本
構
想
」
の
策
定
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
協
議
会
の
広
報
誌
で
あ
る
「
よ
か
と
こ
！
お
く
う
ら
」（
～
奥
浦
だ
よ
り
～
八
月

創
刊
号
）
に
は
「
六
月
二
〇
日
（
金
）
に
行
わ
れ
た
第
一
回
総
会
で
は
、
五
つ
の
専
門
部
会
の
構
成
、
活
動
計
画
、
補
助
金
交
付
要
綱
等

が
承
認
さ
れ
、
新
役
員
に
は
女
性
や
若
者
が
積
極
的
に
起
用
さ
れ
ま
し
た
」
と
の
記
述
が
あ
る
。
広
く
住
民
の
声
を
協
議
会
に
反
映
さ
せ

る
こ
と
を
目
的
の
一
つ
と
し
て
、
幅
広
い
人
材
を
活
用
し
た
こ
と
は
伝
わ
っ
て
く
る
。
し
か
し
民
主
的
な
選
挙
等
に
よ
る
協
議
会
議
員
の

選
出
や
会
長
の
選
任
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
（
４３
）

。

イ
ギ
リ
ス
の
パ
リ
ッ
シ
ュ
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
準
自
治
体
と
し
て
、
多
く
の
自
治
体
と
同
様
に
、
カ
ウ
ン
シ
ル
を
設
置
し
委
員
会
制
度

に
よ
る
か
、
住
民
総
会
制
に
よ
っ
て
民
主
的
な
意
思
決
定
手
続
き
を
通
し
た
下
か
ら
の
民
主
政
治
を
実
践
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
日

本
の
地
域
組
織
等
の
大
半
で
は
民
主
的
な
手
続
き
が
き
ち
ん
と
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
日
本
の
身
近
な
地
域
に
お
け
る
自
治
の
安
定
的
な

成
長
と
発
展
の
た
め
に
も
、
民
主
的
な
機
関
や
運
用
等
に
関
す
る
明
確
な
制
度
と
規
定
が
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
現
在
の
日
本
で

は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
生
が
大
き
な
政
治
的
な
課
題
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
よ
り
効
率
的
に
運
営
さ
れ
て
い
く
た
め
に
も
、
少

し
イ
ギ
リ
ス
の
地
方
自
治
制
度
を
参
考
に
し
た
、
民
主
的
な
日
本
の
地
域
自
治
制
度
の
確
立
が
必
要
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

註（
1
） 

猪
木
武
徳
著
『
戦
後
世
界
経
済
史
』
中
央
公
論
新
社
、
中
公
新
書
二
〇
〇
〇
、二
〇
〇
九
年
五
月
二
五
日
、
二
八
三
頁

（
2
） 

猪
木
・
前
掲
書
・
二
八
一
頁

（
３
） 

猪
木
・
前
掲
書
・
二
八
一
─
二
八
三
頁
参
照
。

（
七
八
五
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

三
二

（
４
） 

Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
（A

sia P
acific E

conom
ic C

ooperation

）
を
外
務
省
を
は
じ
め
と
す
る
政
府
機
関
は
「
ア
ジ
ア
太
平
洋
経
済
協
力
」
と
表
記
し

（https:

　//w
w

w
.m

ofa.go.jp/m
ofaj/gaiko/apec/index_rekishi.htm

l

）
し
、
政
策
研
究
大
学
院
大
学
（
Ｇ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
Ｓ
）
の
田
中
明
彦
氏
な
ど

は
「
ア
ジ
ア
太
平
洋
経
済
協
力
会
議
」
と
表
記
（「
ア
ジ
ア
太
平
洋
経
済
協
力
会
議
（
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
）
関
連
文
書
」、w

orldjpn.grips.ac.jp/

docum
ents/indices/A

P
E

C
/iindex.htm

l

）
し
て
い
る
。
本
論
文
で
は
後
者
に
従
い
「
ア
ジ
ア
太
平
洋
経
済
協
力
会
議
」
と
表
記
し
た
。

（
5
） 

Ｇ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
Ｓ
、
前
掲
資
料
「
第
１
回
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
閣
僚
会
議
共
同
声
明
（
骨
子
）」「
エ
ヴ
ァ
ン
ス
豪
外
務
貿
易
相
に
よ
る
議
長
総
括
」
参
照
。

（
６
） 

イ
ギ
リ
ス
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史
に
関
し
て
は
、
拙
著
『
パ
リ
ッ
シ
ュ
』
北
樹
出
版
二
〇
〇
四
年
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
7
） C

oin M
ellow

s and N
igel C

opperthw
aite, ’L

ocal G
overnm

ent in the C
om

m
unity ’ IC

S
A

 P
ublishing

　 L
im

ited 

C
am

bridge,1987.P
155.

（
8
） 

“T
he C

om
m

unity C
harge | E

conom
ics H

elp ”

（https://w
w

w
.econom

icshelp.org/blog/glossary/ com
m

unity-charge/

） 

、
拙
著
、

『
パ
リ
ッ
シ
ュ
』
北
樹
出
版
・
二
〇
〇
四
年
・
五
九
─
六
〇
頁

（
9
） 

カ
ウ
ン
テ
ィ
、
デ
ィ
ス
リ
ク
ト
、
ユ
ニ
タ
リ
ィ
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
の
数
は
、
内
貴
滋
『
英
国
地
方
自
治
の
素
顔
と
日
本
』
ぎ
ょ
う
せ
い
・
平
成

二
八
年
・
七
六
頁

（
10
） 

内
貴
・
前
掲
書
・79

頁

（
11
） 

拙
編
著
『
地
方
自
治
論
』
北
樹
出
版
・
平
成
二
四
年
・
一
〇
頁
表
一−

三

（
12
） T

he G
reater L

ondon A
uthority - P

arliam
ent.uk

（https://researchbriefings.files.parliam
ent.uk/

　docum
ents/S

N
05817/

S
N

05817.pdf

）

（
1３
） 

内
貴
・
前
掲
書
・
二
〇
三
頁

（
1４
） 

内
貴
・
前
掲
書
・
一
四
四
頁

（
15
） 

内
貴
・
前
掲
書
・
一
四
四
─
一
四
五
頁

（
1６
） 

内
貴
・
前
掲
書
・
一
〇
〇
頁

（
17
） 

一
般
財
団
法
人
自
治
体
国
際
化
協
会
（
Ｃ
Ｌ
Ａ
Ｉ
Ｒ
）『
英
国
の
地
方
自
治
（
概
要
版
）』
─
二
〇
一
七
年
改
訂
版
─
（
各
国
の
地
方
自
治
シ

（
七
八
六
）



日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
冷
戦
終
焉
期
以
降
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史
と
日
本
の
今
後
（
山
田
）

三
三

リ
ー
ズ
第
五
七
号
）・
二
〇
一
七
年
五
月
三
一
日
、
内
貴
・
前
掲
書
・
一
〇
四
頁

（
18
） 

Ｃ
Ｌ
Ａ
Ｉ
Ｒ
・
前
掲
書
・
八
〇
頁
、
内
貴
・
前
掲
書
・
一
四
六
頁
。
な
お
内
容
に
関
し
て
は
石
見
豊
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
分
権
改
革
」『
國
士

舘
大
學
政
經
論
叢
』
第
二
八
巻
第
二
号
、
中
西
典
子
「
英
国
の
ロ
ー
カ
リ
ズ
ム
政
策
を
め
ぐ
る
地
方
分
権
化
の
諸
相
（
一
）（
三
）」『
立
命
館
産
業

社
会
論
集
』
第
五
二
巻
第
一
号
・
第
三
号
を
参
照
し
た
。

（
19
） 

合
同
行
政
機
構
に
つ
い
て
は
、
今
井
良
幸
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
自
治
体
の
広
域
化
と
広
域
連
携
―
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
中
心
と
し
て
―
」
中
京

大
学
総
合
政
策
学
部
『
総
合
政
策
論
叢
』
第
七
巻
・
二
〇
一
六
年
、
Ｃ
Ｋ
Ａ
Ｉ
Ｒ
・
前
掲
書
・
六
四
─
八
三
、
内
貴
・
前
掲
書
・
第
四
章
一
三
五
─

一
五
九
頁
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
20
） 

岡
崎 

浩
巳
「
梶
山
静
六
自
治
大
臣
と
『
ふ
る
さ
と
創
生
一
億
円
事
業
』」
総
務
省
『
地
方
自
治
法
施
行
70
周
年
記
念
自
治
論
文
集
』
平
成
三
〇

年
三
月
（w

w
w

.soum
u.go.jp/m

ain_content/0005６2３17.pdf

）

（
21
） 

首
都
機
能
移
転
問
題
に
関
し
て
は
、
拙
論
文
「
日
本
の
地
方
分
権
の
推
進
と
首
都
機
能
移
転
論
」
日
本
大
学
法
学
会
『
政
経
研
究
』
第
三
九
巻

第
四
号
・
平
成
十
五
年
三
月
十
五
日
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
22
） 

「
臨
時
行
政
改
革
推
進
審
議
会
（
り
ん
じ
ぎ
ょ
う
せ
い
か
い
か
く
す
い
し
ん
し
ん
ぎ
か
い
）
と
は
」（kotobank.jp/w

ord/

）
臨
時
行
政
改
革

推
進
審
議
会-170090

参
照

（
2３
） 

総
務
省
「
地
方
自
治
制
度
の
歴
史
」（http://w

w
w

.soum
u.go.jp/m

ain_sosiki/jichi_gyousei/bunken/history.

　htm
l

）

（
2４
） 

定
住
自
立
圏
に
つ
い
て
は
拙
論
文
「
市
町
村
合
併
と
広
域
行
政
―
平
成
の
大
合
併
と
定
住
自
立
圏
の
関
係
を
中
心
と
し
て
」『
政
経
研
究
』
第

四
六
巻
第
三
号
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
25
） 

道
州
制
に
つ
い
て
は
、「
道
州
制
」（w

w
w

.soum
u.go.jp/m

ain_sosiki/jichi_gyousei/c.../dousyusei/

）
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
2６
） 

総
務
省
・「
地
方
自
治
制
度
の
歴
史
」

（
27
） 

拙
著
「
第
一
章
　
地
方
政
府
と
自
治
権
」
九
頁
、
福
島
康
仁
編
『
地
方
自
治
論
』（
第
二
版
）
弘
文
堂
、
二
〇
一
八
年

（
28
） 

長
野
県
に
関
し
て
は
、
拙
論
文
「
長
野
県
の
地
方
制
度
の
特
質
―
広
域
連
合
を
通
し
た
広
域
行
政
の
特
殊
性
と
他
の
都
道
府
県
へ
の
影
響
―
」

『
政
経
研
究
』
第
五
十
五
巻
第
四
号
・
平
成
三
十
一
年
三
月
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
七
八
七
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

三
四

（
29
） 

グ
レ
ー
タ
ー
・
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
はassociation of greater m

anchester authorities - G
M

C
A

 - 

M
eetings

（A
dobe P

D
F

）（w
w

w
.gm

cam
eetings.co.uk/.../id/.../agenda_and_reports

）
を
参
照
し
た
。

（
３0
） 
合
同
行
政
機
構
に
関
し
て
はC

om
bined authorities | L

ocal G
overnm

ent A
ssociation 

（https://w
w

w
.

　local.gov.uk/topics/

devolution/com
bined-authorities

）
とC

om
bined authorities - P

arliam
ent.uk

（A
dobe P

D
F

）（researchbriefings.files.parliam
ent.

uk/docum
ents/.../S

N
0６６４9.

）
と
そ
れ
ぞ
れ
の
機
構
の
Ｈ
Ｐ
な
ら
び
にC

L
A

IR

・
前
掲
書
七
七
─
八
一
頁
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
３1
） 

日
本
の
市
町
村
の
人
口
に
関
し
て
は
、
総
務
省
「
住
民
基
本
台
帳
に
基
づ
く
人
口
、
人
口
動
態
及
び
世
帯
数
（
平
成
三
〇
年
一
月
一
日
現
在
）」

（http://w
w

w
.soum

u.go.jp/m
ain_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.htm

l

）
三
三
頁
を
参
照
し
た
。

（
３2
） 

東
京
都
「
都
内
区
市
町
村
マ
ッ
プ
｜
東
京
都
」（http://w

w
w

.m
etro.tokyo.jp/tosei/tokyoto/profile/

　gaiyo/kushichoson.htm
l

）

（
３３
） P

ariches and C
om

m
unities: O

ffi
ce for N

ational S
tatistics

（https://w
ebarchive.nationalchives. gov.uk/201６0112001128/

http://w
w

w
.ons.gov.uk

）

（
３４
） 

Ｃ
Ｌ
Ａ
Ｉ
Ｒ
・
前
掲
書
・
一
八
─
一
九
頁

（
３5
） 

総
務
省
「
地
域
自
治
組
織
（
地
域
自
治
区
・
合
併
特
例
区
）」（http://w

w
w

.soum
u.go.jp/gapei/

　seido_gaiyo01.htm
l

）

（
３６
） 

総
務
省
「
地
域
自
治
組
織
の
あ
り
方
に
関
す
る
研
究
会
（
第
５
回
）」（w

w
w

.soum
u.go.jp/m

ain_

　sosiki/.../02gyosei0４_0４0000４9.

htm
l

）
資
料
３
〔
こ
れ
は
総
務
省
「
参
考
資
料
」（A

dobe P
D

F

：w
w

w
.soum

u.go.jp/m
ain_content/000４72６0４.pdf

）
と
表
記
さ
れ
て
お
り
、

総
務
省
事
務
局
が
、
財
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w

.m
of.go.jp/tax_policy/sum

m
ary/corporation/ 217.htm

）
掲
載
の
資
料
に
加
筆

し
た
も
の
、
お
よ
び
内
閣
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w

. cao.go.jp/others/koeki_npo/koeki_ npo seido.htm
l

）
を
参
照
し
て
作
成
し
た

も
の
と
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。〕
と
「
自
治
会
・
町
内
会
等
に
つ
い
て
」（A

dobe P
D

F

）（w
w

w
.soum

u.go.jp/m
ain_content/000３07３2４.

pdf

）
を
参
照
し
た
。

（
３7
） 

拙
著
・
前
掲
書
・
八
九
頁

（
３8
） 

官
邸
「
小
さ
な
拠
点
・
地
域
運
営
組
織
の
形
成
に
つ
い
て
」（A

dobe P
D

F

）w
w

w
.kantei.go.

　jp/.../chiisana_

　

todofukensetum
ei0６01_si

）

（
七
八
八
）



日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
冷
戦
終
焉
期
以
降
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史
と
日
本
の
今
後
（
山
田
）

三
五

（
３9
） 

総
務
省
「
地
域
自
治
組
織
の
あ
り
方
に
関
す
る
研
究
会
（
第
５
回
）」・「
参
考
資
料
」
参
照

（
４0
） 

総
務
省
「
地
域
自
治
組
織
の
あ
り
方
に
関
す
る
研
究
会
（
第
５
回
）」・「
参
考
資
料
」、
官
邸
「
小
さ
な
拠
点
・
地
域
運
営
組
織
の
形
成
に
つ
い

て
」
等
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
４1
） 
拙
論
文
「
群
馬
県
の
地
方
創
生
」『
櫻
文
論
叢
』
第
九
十
六
巻
・
一
〇
八
─
九
頁
・
平
成
三
十
年
二
月
二
十
八
日
発
行

（
４2
） 

拙
論
文
「
四
国
四
県
の
地
方
創
生
」『
法
学
紀
要
』
第
五
十
九
巻
・
二
五
〇
頁
・
二
五
三
頁
・
二
五
五
頁
・
二
五
八
─
九
頁
・
平
成
三
十
年
三

月
一
日
発
行

（
４３
） 

五
島
市
Ｈ
Ｐ
、「
お
く
う
ら
夢
の
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
　
五
島
市 

ま
る
ご
と
う
」（w

w
w

.city.goto.nagasaki.jp/li/

　island/070/.../

index.htm
l

）、
小
さ
な
拠
点
一
覧
：
既
に
形
成
さ
れ
て
い
る
小
さ
な
拠
点 

（
別
紙１

） １/４2

（A
dobe P

D
F

）w
w

w
.cao.go.jp/regional_

m
anagem

ent/.../h29kizon.pdf
。
な
お
五
島
市
の
状
況
に
つ
い
て
は
拙
論
文
「
長
崎
県
島
嶼
部
の
平
成
の
大
合
併
と
地
域
お
こ
し
」『
政
経
研
究
』

第
五
十
三
巻
第
二
号
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
七
八
九
）






